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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、アルゼンチン共和国、ボリビア多民族国、パラグアイ共和国及

びウルグアイ東方共和国における家畜疾病診断に関する人材育成制度の確立と、人的連携及び情

報のネットワーク整備を目的とする「広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成

プロジェクト」を2005年8月1日から5年間の予定で実施しています。 
このたび、プロジェクト開始から5年目を迎え、2010年7月31日の協力期間終了に向けてこれま

での活動実績を評価するとともに、今後に向けての提言及び教訓を抽出することを目的に、2010
年4月25日から同年5月23日まで、当機構国際協力専門員 要田正治を団長とする終了時評価調査団
を現地に派遣しました。 

調査団は、これらプロジェクトの投入実績、活動実績、計画の達成度を確認し、課題を整理し

たうえで、JICA事業評価ガイドラインに基づき、5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、
自立発展性）の観点から評価するとともに、今後の活動の方向性について提言を行いました。ま

た、これらの調査・評価結果をプロジェクトの合同評価報告書に整理のうえ、関係機関に説明し、

ここでの協議結果をミニッツに取りまとめ、署名交換を行いました。 

本報告書は、これらの調査及び協議の結果を取りまとめたものであり、今後広く関係者に活用

され、日本、アルゼンチン共和国、ボリビア多民族国、パラグアイ共和国及びウルグアイ東方共

和国間の親善及び国際協力の推進に寄与することを願うものです。 

最後に、これまでの調査の実施にあたり、ご協力いただいた4カ国の関係各位及びわが国関係各
位に対し、厚く御礼申し上げるとともに、当機構の業務に対して今後ともなお一層のご支援をお

願いする次第です。 

 

平成22年5月 
 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 小原 基文 
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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：南米南部（アルゼンチン共和国、

ボリビア多民族国、パラグアイ共和国、

ウルグアイ東方共和国） 

案件名：広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のた

めの人材育成プロジェクト 

分野：家畜衛生 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部畑作地帯第一課 協力金額（評価時点）：約2億9,100万円 
（2004～2009年度計） 

先方関係機関：アルゼンチン共和国ラ・プラタ大学獣

医学部、ボリビア多民族国ガブリエル・レネ・モレノ

大学獣医学部、パラグアイ共和国アスンシオン大学獣

医学部、ウルグアイ東方共和国共和国大学獣医学部 

日本側協力機関 

協力期間 

 

（R/D）： 
2005年8月1日～ 
2010年7月31日 
（延長）： 

（F/U）： 

他の関連協力 

１－１ 協力の背景と概要 

南米南部においては、メルコスール（南米南部共同市場）諸国が中心となり域内貿易の自由

化が進められており、2003年には、その一環として隣接するアンデス共同体との自由貿易協定
（FTA）が締結されるなど、経済的な結びつきの広域化、深化が進んでいる。こうした動きは、
同地域の主要産業の1つである畜産業の活性化につながり、国際間の家畜生体・畜産物の流通が
盛んになっていると同時に、家畜疾病が国境を越えて伝播するリスクが高まっている。 

家畜疾病は、ひとたび発生すると単純に家畜が損失し、農家経済に影響を与えるだけでなく、

2001年のウルグアイ東方共和国（以下、「ウルグアイ」と記す）や、2001、2003年のアルゼンチ
ン共和国（以下、「アルゼンチン」と記す）における口蹄疫発生時には、諸外国から輸入禁止措

置がとられた例もあり、国家経済に多大な影響を与える危険性を秘めている。 

本案件は、本格化する経済連携下にある南米南部諸国のうち、わが国とパートナーシップ協

力を結んでいるアルゼンチンを中心に、メルコスール経済圏において畜産業が盛んなウルグア

イ、パラグアイ共和国（以下「パラグアイ」と記す）及びボリビア多民族国（以下「ボリビア」

と記す）を対象とするものである。 

上記4カ国における家畜疾病対策上の主要な共通課題は、①教職・研究職志望者の養成を除い
て、現職の獣医師への卒後教育制度がなく、臨床現場の診断が科学的根拠によらない、個人の

経験や主観に依存した診断に陥りがちであること、②疫学情報資源の作成・配信に係る技術、

ネットワークが十分でなく、地域・国レベルの疾病対策に生産現場の情報が適切に反映されな

いことが挙げられる。 

これまでわが国はアルゼンチンの家畜衛生改善のため、アルゼンチン国内のラ・プラタ大学

に対する「ラ・プラタ大学獣医学部研究計画」（1989年より5年間）や同計画のフォローアップ
協力（1994年から2年間）、同計画アフターケア協力（2001年から2カ年）のほか、第三国研修と
して「家畜疾病の診断と研究」（1996年から5カ年）及び同研修フェーズ2（2001年から5カ年）
を実施するなど、個々の家畜を対象とした診断能力向上に係る成果を挙げてきた。しかしなが

ら、習得した診断技術を全国の獣医師に広く普及し、生産現場レベルの診断能力を向上させる



 

ii 

までには至らなかった。また地域（県・州）や国レベルの総合的な疾病対策を行うには、個々

の家畜ではなく家畜群を対象とし疾病の原因や発生条件を明らかにする、いわゆる「疫学」に

関する情報資源の作成と配信が必要であり、このことが喫緊の課題となっている。 

これらの課題解決のためには、「獣医師の卒後継続研鑽」及び「疫学部門の強化並びに当部門

と臨床・ラボラトリー（以下、「ラボ」と記す）部門との連携による重要家畜疾病防除体制の整

備」が不可欠で、特に越境性のある家畜疾病を対象とする協力を効果・効率的に実施する場合、

国際間の連携を強化する対応が求められる。 

１－２ 協力内容 

南米諸国において、家畜疾病の診断、伝染病予防等の国ごとのレベルの差は大きく、また、

各国が自国の国境監視に終始してきたことから、国境を越えた家畜疾病防除のための技術と制

度の確立といった共同対策が急務となっている。 

本案件は、南米南部を対象とした協力に参加を表明したアルゼンチン、パラグアイ、ボリビ

ア、ウルグアイの4カ国を対象に、大学の獣医学部をカウンターパート（C/P）に実施している
広域協力案件である。 

要請段階の「南米地域における家畜疾病防除計画」が示すとおり研究能力の向上やラボの強

化をめざす性格の案件であったが、その後2度の事前調査を経て、獣医師の再教育を通じて人材
育成を行う「広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成プロジェクト」に整理

され、4カ国で案件が開始された。 
活動の枠組みは、20年間近くアルゼンチン ラ・プラタ大学で実施してきた家畜衛生・疾病診

断技術に係る協力の成果を活用し、同国に隣接するボリビア、パラグアイ、ウルグアイに協力

の対象地域を拡大し、家畜衛生改善のための技術を強化するものである。対象者は大学、研究

所の獣医師のみならず、家畜疾病診断を担う現職獣医師の再教育を実施するとともに、それら

の人的連携及び疾病情報データベース・獣医師メーリングリスト等の活用による家畜衛生（疫

学）情報を広域ネットワーク上で整備し、域内の疾病診断能力を強化するものである。 

協力期間は2005年8月～2010年7月の5年間である。プロジェクト実施機関は、ラ・プラタ大学
（アルゼンチン）、ガブリエル・レネ・モレノ大学（ボリビア）、アスンシオン大学（パラグア

イ）、共和国大学（ウルグアイ）であり、ラ・プラタ大学が広域プロジェクトの事務局を務めて

いる。 

なお、中間レビューで改訂したプロジェクトの骨子（PDM Ver.2）は次のとおりである。 
 

 （1）上位目標 
南米南部地域の獣医の家畜疾病診断についての卒後継続研鑽が推進される。 

 

 （2）広域プロジェクト目標 
域内獣医の業務においてプロジェクトによってつくられた情報が活用される。 

 

 （3）各国プロジェクト目標 
1）アルゼンチン 
① 広域目標 

プロジェクトのテーマに関するレポートがつくられる。 
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② アルゼンチン目標 

ラ・プラタ大学獣医学部の当該分野の能力が向上する。 

2）ボリビア 
① 広域目標 

プロジェクトが扱う疾病についての情報がつくられる。 

② ボリビア目標 

ボリビアの家畜疾病診断の能力が向上する。 

3）パラグアイ 
① 広域目標 

プロジェクトに関する疾病についての情報がつくられる。 

② パラグアイ目標 

パラグアイの家畜疾病診断能力が向上する。 

4）ウルグアイ 
① 広域目標 

プロジェクトが扱う疾病についての情報がつくられる。 

② ウルグアイ目標 

ウルグアイの家畜疾病診断能力が向上する。 

 

 （4）各国成果 
1）アルゼンチン 
① ラ・プラタ大学獣医学部の育成中の教員が診断と疫学についての技術を訓練されて

いる。 

② ラ・プラタ大学獣医学部の教員たちがプロジェクト参加の3カ国の大学教員に診断と
疫学技術を移転する能力が身についている。 

③ ラ・プラタ大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する。 

④ ラ・プラタ大学獣医学部の調整による診断・疫学情報の広域ネットワークが確立す

る。 

2）ボリビア 
① ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の教員の能力が向上する。 

② 大学以外の獣医の能力が向上する。 

③ ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する。 

3）パラグアイ 
① アスンシオン大学獣医学部の教官の能力が向上する。 

② ラボ及び現場の獣医師の能力が向上する。 

③ アスンシオン大学獣医学部の診断と研究の環境が改選する。 

4）ウルグアイ 
① 共和国大学獣医学部の教員の能力が向上する。 

② ラボの獣医の能力が向上する。 

③ 現場の獣医の能力が向上する。 

④ 共和国大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する。 
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 （5）投入計画 
PDM Ver.2における投入計画は次のとおりである。 

1）日本側の投入 
・長期専門家 

「疫学/プロジェクト調整」 1人×55人・月（MM） 
「卒後研鑽/広域管理」 1人×25MM 

・短期専門家  

診断技術 1MM（年間） 
・第三国専門家 

アルゼンチンより診断技術研修の講師派遣 

・研修員 

協力対象4カ国からのアルゼンチンでの受入れ 
・機材供与 

在外事業強化費等 

2）アルゼンチン側の投入 
・第三国専門家の派遣（派遣経費を除く） 

・第三国研修員の受入れ 

・C/Pの配置、施設・土地提供、研修実施にかかる費用その他 
3）ボリビア側の投入 
・C/Pの配置、施設・土地提供、研修実施にかかる費用その他 

4）パラグアイ側の投入 
・C/Pの配置、施設・土地提供、研修実施にかかる費用その他 

5）ウルグアイ側の投入 
・C/Pの配置、施設・土地提供、研修実施にかかる費用その他 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長/疫学 要田 正治 JICA 国際協力専門員 
家畜疾病防除技術/再教育システム 小野 憲一郎 

            株式会社 日本動物高度医療センター腫瘍科・学術部門長 

            （元東京大学大学院教授） 

計画調整 荻窪 恭明  JICA 農村開発部 畑作地帯グループ 畑作地帯第一課 企画役 
評価分析 柏崎 佳人  A&Mコンサルタント有限会社 

調査期間 2010年4月25日～5月23日 調査種類：終了時評価調査 

３．調査結果の概要 

３－１ 実績確認 

 ３－１－１「成果」と「活動」の達成状況 

  （1）アルゼンチンで期待される成果 
成果1「ラ・プラタ大学獣医学部の育成中の教員が診断と疫学についての技術を訓練され
ている」 

プロジェクト終了時に、延べ30人の育成中の教員が診断と疫学技術についてトレーニ
ングされている計画に対し、評価時点では2種類の診断技術研修（分子診断）が実施され、
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30人の若手教員が参加した。また、疫学入門コースを2回実施し、計70人の若手教員が参
加した。 

 

成果2「ラ・プラタ大学獣医学部の教員たちがプロジェクト参加の3カ国の大学教員に診
断と疫学技術を移転する能力が身についている」 

5年間で3カ国の教員各延べ20人がラ・プラタ大学獣医学部でトレーニングされている
計画に対し、評価時点ではラ・プラタ大学獣医学部が延べ60人を3カ国から受け入れた。
また、30人のラ・プラタ大学獣医学部の専門家が3カ国の大学に派遣され教員をトレーニ
ングしている計画に対し、評価時点ではラ・プラタ大学獣医学部から延べ42人が3カ国に
派遣された。 

 

成果3「ラ・プラタ大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する」 
プロジェクト終了時までにウイルス学、家禽病理学、微生物学の研究室のラボが国際

及び域内の基準により勧告された生物安全の要件を満たしている計画に対し、評価時点

ではすべてのラボが整備された。 

 

成果4「ラ・プラタ大学獣医学部の調整による診断・疫学情報の広域ネットワークが確立
する」 

ラ・プラタ大学を含むプロジェクト参加の4大学のネットワークが確立する計画に対
し、評価時点では中間レビュー時より採用されたアルゼンチンコーディネータを中心と

した運営、ネットワークが定着している。また、情報がネットワークにより更新され、

毎年アクセス数が10％増加する計画に対し、ウェブサイトへのアクセス数は毎年10％以
上増加している。 

 

  （2）ボリビアで期待される成果 
成果1「ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の教員の能力が向上する」 
プロジェクト終了時にプロジェクトにかかわる若手教員6人が診断技術についてトレ

ーニングされている計画に対し、評価時点では8人の教員がラ・プラタ大学獣医学部で酸
素連鎖反応（PCR）等の診断技術に関する研修を受け、業務に活用している。 
また、プロジェクト終了時にプロジェクトにかかわる教員10人がラボ技術についてト

レーニングされている計画に対し、評価時点では11人の教官が研修を受け、業務に活用
している。 

 

成果2「大学以外の獣医の能力が向上する」 
プロジェクト終了時に24人の獣医診断センター（LIDIVET）、LIDIVECO及びINLASA

のラボの獣医及び国際農牧衛生機構（SENASAG）並びに県の獣医が協定に基づきトレー
ニングされている計画に対し、評価時点ではLIDIVETの技術者1人がラ・プラタ大学獣医
学部で診断技術に関する研修を受けた。また、各レベルの獣医師が、診断セミナー、計

病疫学セミナー、狂犬病ワークショップ等に参加し、診断技術についての研修を受けた。 

 



 

vi 

成果3「ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する」 
プロジェクト終了時までに大学のラボが国際及び域内の基準により勧告された生物安

全の要件を満たしている計画に対し、評価時点ではブルセラ病診断抗原製造のために

PROVETSURラボ内細菌部門の改修工事を実施し、安全キャビネットクラスⅡが設置され
た。また、狂犬病監察犬舎が建設され、活用されている。 

 

  （3）パラグアイで期待される成果 
成果1「アスンシオン大学獣医学部教員の能力が向上する」 
プロジェクト終了時に延べ30人の若手教員が診断技術についてトレーニングされてい

る計画に対し、評価時点では延べ22人がラ・プラタ大学獣医学部で集団もしくは個別研
修を受講している。 

 

成果2「ラボ及び現場の獣医師の能力が向上する」 
プロジェクト終了時に、家畜衛生センター（SENACSA）のラボ及び現場獣医師30人が

診断技術についてトレーニングされている計画に対し、評価時点ではSENACSAの7人の
獣医師に対しサルモネラ症の分子診断についてオンザジョブ・トレーニング（OJT）が実
施されている。また、4人が最新診断技術に係る研修を受講している。 

 

成果3「アスンシオン大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する」 
プロジェクト終了時までにラボが国際及び域内の基準により勧告された生物安全の要

件を満たしている計画に対し、評価時点では安全キャビネットクラスⅡが設置され、か

つ家禽病理ラボ内部のデザインを基準に沿って変更した。 

 

  （4）ウルグアイで期待される成果 
成果1「共和国大学獣医学部の教員の能力が向上する」 
プロジェクト終了時に共和国大学獣医学部の若手教員20人が診断技術についてトレー

ニングされている計画に対し、評価時点では延べ18人の若手教員がラ・プラタ大学獣医
学部で研修を受けている。 

 

成果2「ラボの獣医の能力が向上する」 
プロジェクト終了時に農牧省家畜衛生研究部（DILAVE）のラボの獣医及び民間のラボ

の獣医20人がラボ技術及び疾病の知識についてトレーニングされている計画に対し、評
価時点ではDILAVEの研究員1人がラ・プラタ大学獣医学部で研修を受けている。また、
高病原性鳥インフルエンザ及びラボ診断技術に係るセミナーを実施し、農業省、獣医学

部、農業研究所、民間ラボから約130人が参加している。 
 

成果3「現場の獣医の能力が向上する」 
プロジェクト終了時に70人の現場の獣医師がトレーニングされている計画に対し、評

価時点では現場の獣医師を対象とする研修コースは実施されていなかったが、獣医学部

及び試験場にて実施された研修に、予定されていた現場獣医師数の80％が参加した。 
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成果4「共和国大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する」 
プロジェクト終了時までにラボが国際及び域内の基準により勧告された生物安全の要

件を満たしている計画に対し、評価時点では予算的な制約及び学部の移転計画により、

国際基準に沿ったラボ整備は実施されなかった。 

 

  （5）広域で期待される成果 
成果1「広域調整システムがつくられる」 
プロジェクト調整委員会においてプロジェクトの計画、実施、モニタリングに対する

決定がなされる計画に対し、評価時点では毎年定期的に関係者による運営委員会及び合

同調整委員会（JCC）が開催されている。 
 

成果2「プロジェクトのテーマに関するレポートが作成される」 
各国においてプロジェクト関連のテーマに関するレポートが国ごとの計画でつくられ

る計画に対して、評価時点では各国ニーズに沿った研究をデザインし、その成果レポー

トが作成されてきている。 

 

成果3「広域研究グループがつくられる」 
プロジェクト3年までに12の広域研究グループ（自国とプロジェクト参加の他国の教員

からなるグループ）が形成され、プロジェクト終了時までに20編の査読付論文を出版し
ている計画に対し、評価時点では26研究グループが形成され、26編の査読付論文が出版
されている。 

 

成果4「現場獣医や生産者が利用可能な情報が普及している」 
2009年初めから加工された情報がプロジェクトのウェブサイトで利用可能であり、

2009年初めからプロジェクトの専門家のセミナーや印刷物により加工された情報が配信
されている計画に対し、評価時点ではプロジェクトのウェブサイトは立ち上げられてお

り、公刊された英語論文が加工され、配信されている。 

 

 ３－１－２ プロジェクト目標と上位目標の達成見込み 

中間レビューにおいて、各国のプロジェクト目標として、国目標と広域目標の2つが設定さ
れた。なお、国目標と広域目標の間には上下関係はない。 

 

  （1）プロジェクト目標 
1）アルゼンチン 
広域目標：プロジェクトのテーマに関するレポートがつくられる 

30人のラ・プラタ大学獣医学部の教員がプロジェクトに関するテーマについての学
術報告書及び普及誌を毎年最低1編発行している計画に対し、2006年査読付論文3編、
2007年査読付論文が8編、2008年調査報告書2編並びに2009年査読付論文6編及び調査報
告書1編が作成されている。 
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国目標：ラ・プラタ大学獣医学部の当該分野の能力が向上する 

ラ・プラタ大学獣医学部による第三者に対する疾病診断、ラボ技術、内外アドバイ

スのサービスが年ごとに10％増える計画に対し、評価時点では2005/2006年度は18.6％
増、2006/2007年度は34.8％増、2007/2008年度は11.5％増及び2008/2009年度は15.5％増
となっている。 

 
2）ボリビア 
広域目標：プロジェクトが扱う疾病についての情報がつくられる 

プロジェクト終了時に研究対象の各疾病について少なくとも1つのレポートが発表
されている計画に対し、評価時点では狂犬病に関し、査読付論文4編が公表されている。 

 

国目標：ボリビアの家畜疾病診断能力が向上する 

プロジェクト終了時、プロジェクト開始時に比較して診断される疾病の数が増える

計画に対し、評価時点では5疾病（狂犬病、ニューカッスル病、ブルセラ病、馬伝染性
貧血及び牛白血病）が新たに診断できるようになっている。 

また、プロジェクト終了時に疾病診断数技術数が増える計画に対し、評価時点では

血清診断〔赤血球凝集抑制試験（HI）、赤血球凝集反応（HA）、エライサ（酵素結合免
疫吸着法、酵素免疫測定法）（ELISA）、急速平板凝集反応（BPA）、寒天ゲル内沈降反
応（AGID）〕及び分子診断（PCR）が実施可能となっている。 

 
3）パラグアイ 
広域目標：プロジェクトが扱う疾病についての情報がつくられる 

年間1つの技術レポートがつくられ、また、プロジェクトに関する教員により関連分
野の科学出版が少なくとも年間1つつくられている計画に対し、評価時点ではガンボロ
病に関し、査読付論文3編が公表されている。また、ガンボロ病に関する実験・調査結
果2編がまとめられている。 

 

国目標：パラグアイの家畜疾病診断能力が向上する 

プロジェクトの終了時にプロジェクト開始時と比較して、診断される疾病数が増加

し、また、プロジェクト終了時に診断技術が増える計画に対し、評価時点では5疾病〔ブ
タと鶏のサルモネラ症、ガンボロ病、マイコプラズマ症（2種）及び伝染性気管支炎〕
が新たに診断できるようになっている。また、ELISA、PCR、免疫磁気ビーズ法、病理
解剖、免疫組織染色法が実施可能となっている。 

 

4）ウルグアイ 
広域目標：プロジェクトが扱う疾病についての情報がつくられる 

年間1つの技術レポートがつくられ、また、プロジェクトに関する教員により関連分
野の科学出版が少なくとも年間1つつくられている計画に対し、評価時点では査読付論
文2編、研究報告書3編、調査報告書2編が作成されている。 
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国目標：ウルグアイの家畜疾病診断能力が向上する 

プロジェクト終了時に共和国大学で診断される疾病数がプロジェクト開始時に比較

して増加し、また、プロジェクト終了時にウルグアイの診断技術が増加している計画

に対し、評価時点では9疾病（IBR、BVD/MD、キャンピロバクター症、トリコモナス
症、ネオスポラ症、クラミジア症、マイコプラズマ症、Orthobacterium rhinotracheale
感染症、鶏ニューモウイルス症）が新たに診断できるようになっている。また、ELISA、
PCR及び間接蛍光抗体法が実施可能となっている。 

 

5）広 域 
広域プロジェクト目標：域内獣医の業務においてプロジェクトによってつくられた情

報が活用される 

毎年プロジェクトのウェブサイトへのアクセス数が増える計画に対し、評価時点で

はアクセス数は1万371件（2006年5月～2007年4月）、1万1,795件（2007年5月～2008年4
月）、1万4,560件（2008年5月～2009年4月）、1万7,806件（2009年5月～2010年4月）とな
っている。また、毎年メーリングリストを通じた問合せ件数が増える計画に対し、目

標は達成されていないが、メーリングリスト登録者数の伸びからすれば、活用者の増

加が考えられる。 

 

  （2）上位目標 
上位目標：南米南部地域の獣医の家畜疾病診断についての卒後継続研鑽が推進される 

プロジェクト終了後5年後に域内獣医の過半数が家畜疾病診断について更新された
科学的知見を得るために学んでいる計画に対し、達成されていなかったが、今後の達

成が期待される。 

 

 ３－１－３ 投入（2010年3月31日現在） 
  （1）日本側の投入 

1）長期専門家 2人 
「疫学情報資源整備/プロジェクト運営管理」：53MM 
「再教育システム/広域業務調整」：20MM 

2）短期専門家   6人 
3）第三国専門家 42人（アルゼンチン ラ・プラタ大学獣医学部教員及びSENACSA獣医
師派遣経費） 

4）機材供与 約81万270米ドル（＝7,511万2,000円、換算レート1米ドル＝92.7円） 
5）本邦研修 なし 

6）プロジェクト運営経費負担 約130万2,448米ドル（＝1億2,073万7,000円、換算レート1
米ドル＝92.7円） 

 

  （2）アルゼンチン側の投入 
1）第三国専門家 

〔派遣に関する経費のうち、人件費として総額23万4,000アルゼンチンペソ（＝7万
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8,000米ドル、換算レート1米ドル＝3ペソ）を負担〕 
2）プロジェクト実施経費 総額18万7,300米ドル 
3）プロジェクトスタッフの配置 
4）プロジェクト事務所、ラボ、車両等 

 

  （3）ボリビア側の投入 
1）プロジェクト実施経費 総額5万6,355米ドル（ここには関係者の賃金は含めない） 
2）プロジェクトスタッフの配置 
3）プロジェクト事務所、ラボ、車両等 

 

  （4）パラグアイ側の投入 
1）プロジェクト実施経費 総額2万320米ドル（ここには関係者の賃金は含めない） 
2）プロジェクトスタッフの配置 
3）プロジェクト事務所、ラボ、車両等 

 

  （5）ウルグアイ側の投入 
1）プロジェクト実施経費 総額16万2,000米ドル（ここには関係者の賃金は含めない） 
2）プロジェクトスタッフの配置 
3）プロジェクト事務所、ラボ、車両等 

 

 ３－１－４ 実施プロセス 

  （1）日本人専門家の役割 
当プロジェクトは2005年8月1日に開始されたが、日本人長期専門家が赴任したのは

2006年1月であった。その期間、アルゼンチン側プロジェクト・コーディネータとJICAア
ルゼンチン事務所担当者が中心となってプロジェクトの運営を担った。ラ・プラタ大学

獣医学部がJICAのプロジェクトに慣れていたとはいえ、運営そのものを任されるのは初
めてのことであり、また事務所担当者にしても当プロジェクト以外に多くの仕事を抱え

多忙であったため、プロジェクトの運営はスムーズに運ばなかった。プロジェクト当初

にみられた参加各国間における不信感も、マイナスに働いたといえる。 

しかし、長期専門家の赴任以来、そういった疑心暗鬼が払拭されて4カ国間の関係も改
善され、チームワークが取れるようになってきたということを、各国における聞き取り

調査で確認した。つまり、もともと連携する機会の少なかった4カ国を結ぶ広域プロジェ
クトを実施するためには、触媒となるべき存在が必要であったということであり、当プ

ロジェクトにおいては日本人長期専門家がその役を担ったといえる。このような参加4カ
国にとって初めての枠組みとなる広域-南南協力という取り組みを、日本人長期専門家が

不在のままスタートさせるという決断には大きな無理があったと考えられる。 

 

  （2）プロジェクトに対するコミットメント 
広域プロジェクトにおいては、参加各国が一構成員であるとの認識の下、活動の計画、

準備、実施の各段階において遅延のない共同歩調を意識した対応が強く望まれる。また、
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関係者、関係国間のスムーズな調整は、プロジェクト全体の進捗を左右する重要な要素

であり、各国での事務手続きや連絡調整を行う人材については、活動が滞ることのない

ように適切な人数を適切な期間配置することが不可欠である。 

当プロジェクトにおいては、当初各国は相互の信頼感に欠け、足並みの乱れから共同

歩調が取れず、活動計画（PO）が作成されなかった。JCCが組織されたのも、長期専門
家赴任後の2006年5月である。しかし、各国にはプロジェクト・コーディネータとして適
切な人材が配置されていたことにより、長期専門家の赴任を機に関係者間の調整がスム

ーズに行われるようになった。また活動が進むにつれ、機材の納入や施設の整備、研修

の実施、論文の掲載など、具体的な成果が目に見えるような形で現れてくると、「自分た

ちのプロジェクトである」という意識が強まり、特にプロジェクトの後半には積極的に

プロジェクト活動を進めるようになってきた。各国とも新たに若手教員を補充し、プロ

ジェクト活動にあたらせている。人材が育ちモチベーションが芽生えてきているので、

今後各国に期待されるのは、こういった活動を継続させていくための予算確保であろう。 

 

  （3）関係者間のコミュニケーション 
これまで、家畜衛生・獣医分野においてメルコスール加盟国間における連携は希薄で

あり、各国はお互いに不信感を抱いていたという。ウルグアイの署名が遅れ、活動開始

がほか3カ国に比べて1年遅れた原因も、そういった不信感にあることは否めない。その
ような国々が介在者を伴わずにプロジェクトを開始したのであるから、プロジェクトの

運営が滞ったのも当然の成り行きといえる。そういった状況下に長期専門家が赴任し仲

介者となることで、各国間に立ちはだかっていた壁に風穴が開き、4カ国間の連携は改善
へと動き出した。また、研修員受入れや第三国専門家派遣などといったアルゼンチン側

のプロジェクトに対する関与が深まって成果が発現してくると、おのずと各国の関心が

高まり人間関係が深まった。プロジェクト活動が進むにつれて関係者間のコミュニケー

ションが深まり、仲間意識が芽生えてきたと推察される。 

活動のモニタリングについても、プロジェクト後半は四半期ごとに各国がAPOに沿っ
た進捗状況をプロジェクト事務所に報告している。プロジェクト事務所とラ・プラタ大

学獣医学部は、その報告内容を汲み上げる形で次のPOを組み立てており、そのようなプ
ロジェクト運営が中間レビュー以降の大きな成果につながったと考えられる。 

 

  （4）獣医師に対するモニタリング 
本プロジェクトはターゲット・グループを域内獣医師に設定しており、プロジェクト

の成果を彼らに活用してもらうことが上位目標となっている。それゆえ獣医師の現状や

要望、卒後研修などの効果を定期的にモニタリングして把握し、その結果を将来的な研

修内容や調査・研究に反映させていくことが重要である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 
妥当性はおおむね高いと考えられる。 
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1）日 本 
わが国は、アルゼンチンに対する協力の重点分野として、これまで実施してきた国際協

力を生かした南々協力の推進を掲げるとともに、地域が抱える共通の課題を地域全体の開

発ニーズとして広域協力を効果的に実施するとの方針をもっており、本プロジェクトは、

その方針と合致し、極めて妥当性が高いといえる。また、家畜衛生にかかわる人材を育成

することにより、衛生管理の改善等が図られることから、畜産が大きな収入源となってい

る貧困層に裨益すると考えられる。加えて、狂犬病などの人獣共通感染症に係る疾病対策

にも力を入れており、人間の安全保障にも貢献している。 

2）アルゼンチン 
アルゼンチン政府（文部省）は、大学の国際化を推進する政策をとっており、ラ・プラ

タ大学獣医学部を核とした広域協力の推進には意欲的であり、広域に学生を受け入れるこ

とを推進する方針をとっている。また、国家農産品衛生サービス防疫技術研究所（SENASA）
とはスタッフのトレーニングに関する協定を結び、SENASAスタッフの教育を一手に引き
受けており、国としての家畜衛生改善に大きく貢献している。 

3）ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ 
本プロジェクトの活動を通して移転された診断技術や研究成果、調査結果などが、各国

大学で実施している研修コースに反映されてきており、プロジェクト・サイト以外の獣医

師にも裨益し、科学的な診断手法が取り入れられるようになってきた。 

4）政策上の優先度 
家畜疾病は家畜生産に甚大な被害を与えるというばかりでなく、家畜から人へ伝播する

人獣共通感染症という人の健康にも重大な影響を及ぼす可能性がある疾病もある。このた

め、国際獣疫事務局（OIE）・国連食糧農業機関（FAO）は国境を越えた家畜疾病対策への
取り組みを重要と位置づけており、そうした取り組みにこのプロジェクトは整合してい

る。 

5）地域としての行動計画 
現在、当該地域においては、獣医学部間における単位の互換制度を構築する取り組みが

進められている。当プロジェクトによる活動を通し、いずれの大学も単位互換制度の取り

組みに参加できるまでに発展してきており、本プロジェクトの妥当性は大きいと推定され

る。 

 

 （2）有効性 
有効性は高い。 

各国ともにプロジェクト目標はおおむね達成されており、中間レビューの提言等を踏ま

えた結果、共同実施体制及び各国におけるプロジェクト運営が有効に機能したためと推察

される。現場の獣医師に対する診断技術の普及について、活動が若干弱い傾向がみられた

が、プロジェクト関係者のモチベーション等が高まってきており、今後ともプロジェクト

の成果を効果的に普及していくものと期待される。また、C/Pの交代や人材流出など、外部
条件に係る問題もほとんど見受けられていない。 

当プロジェクトにおいては、研修員、第三国専門家及び各国プロジェクト・コーディネ

ータに女性が含まれていることから、ジェンダーに対する配慮がうかがえた。また、各国
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が互いに切磋琢磨してプロジェクト活動に励んだことがより大きな成果につながってい

る。これは広域という枠組みが、プロジェクト目標達成に対して効果的に働いた結果と考

えられる。 

 

 （3）効率性 
効率性は国によりばらつきがみられる。 

日本側の投入はおおむね計画どおり実施されている。投入の活用状況もおおむね良好で

ある。 

機材の投入の質・量・タイミングについて、ボリビア、パラグアイ及びウルグアイにお

いては、一部問題が生じたため、第三国専門家の活動に不都合が生じた。 

アルゼンチン側のC/Pの投入については、質・量・タイミングとも特に問題はない。 
ボリビア及びパラグアイでは、若手スタッフが職員として採用されている。また、ウル

グアイは他国よりもおよそ1年開始が遅れたものの、プロジェクトの活動を担う若手教員を
数名増員している。 

 

 （4）インパクト 
マイナスのインパクトは特に生じていない。プラスのインパクトは上位目標の達成の可

能性が期待できる。 

プロジェクトが掲げる上位目標である、「南米南部地域の獣医の家畜疾病診断についての

卒後継続研鑽が推進される」は、今後プロジェクトが家畜疾病診断分野の情報を発信する

ことによる波及効果として実現されることが期待できる。 

技術的なインパクトとしては、診断能力の向上と、研究成果の報告書作成能力の向上が

上げられる。各大学ともに若手教員の診断能力が向上した結果、プロジェクトを通して計

26編の査読付論文が発表されていることは大きな成果といえる。 
またプラスのインパクトとして最も評価されるのは、各大学スタッフ間に強い絆が生ま

れたことである。本プロジェクトで培われた関係が、各大学の診断・研究能力の向上だけ

にとどまらず、今後、域内の家畜衛生分野の進展に大きく貢献することが期待される。 

 

 （5）自立発展性 
引き続き、自立発展性に配慮した取り組みが重要である。 

1）技術面 
関係国において技術面の自立発展性は十分に期待できる。プロジェクトを通して移転

された診断技術は、ある特定の疾病ばかりでなく他の疾病にも応用できるものであるか

ら、情報交換を各国間で行い、地域全体としてレベル向上につなげていくことが望まれ

る。 

2）財政面 
ボリビア、パラグアイ及びウルグアイは、機材のスペアパーツや消耗品の調達のための

予算措置について、今後、適切な対応を考える必要がある。 

3）組織面 
大学を対象とした協力であるため、政治状況の変動による影響を受けにくく、組織とし
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ての継続性が十分に期待できる。 

 

３－３ 結 論 

評価チームは、評価調査の結果、当初種々の問題があったものの、中間レビュー以降は順調

に実施されたことにより、多くの成果が発現していることが確認できた。評価5項目に関し、妥
当性はおおむね高いと判断でき、また、有効性も高いと判断される。効率性に関しては、プロ

ジェクト開始当初に足並みの乱れが生じ、国ごとに差が出る要因となった。一部、プロジェク

トの運営において支障を生じさせる懸念があったものの、結果的に大きな不都合は生じなかっ

た。インパクトに関連し、現時点でマイナスの影響が見いだせない。自立発展性に関しては、

関係各国による更なる努力が必要である。同じ地域、同じ家畜衛生分野、同じ大学という機関

でありながら、交流が非常に乏しかった4カ国の大学が、当プロジェクトを通して非常に深い信
頼関係を築きあげることができたことは、プロジェクト関係者の間で広く共有されている。こ

のような関係は努力によって保つことができるものであり、容易に消えてしまうものではない。

しかしながら、プロジェクトによって培った技術を活用し、研究を続け、成果を普及していく

ためには、各国関係機関とのネットワークの構築や実務面での強化もより意識すべきと考える。

終了時評価調査を通じて得られたこれら評価結果に基づき、プロジェクト終了後の発展に向け

て幾つかの課題が抽出された。そこで、評価チームは、これらに関する改善への提言を行うと

ともに、今後の類似プロジェクトの実施にあたっての教訓を示すこととする。 

 

３－４ 提 言 

これまでの評価の結果に基づき、評価チームは、次の事項に対処するようプロジェクトチー

ムに対して提言する。 

 

 （1）プロジェクトの今後 
本プロジェクトについては、2005年8月の開始から2010年7月までの5年間の予定で実施さ

れてきた。今回の終了時評価調査において、広域及び各国の活動を通じてプロジェクト目

標がおおむね達成されていることが確認されたことから、計画どおり2010年7月をもって本
プロジェクトは終了する。本プロジェクトを通じて培われた診断技術や疫学技術、各大学

との協同体制等のプロジェクトの成果については、各大学の自助努力により維持、発展さ

れるよう今後とも積極的に取り組まれることが望まれる。 

本プロジェクトにおいて培われた診断技術等の拡大強化のために更に支援が必要な場合

には、JICA事務所と相談のうえ、既存のスキームを活用した協力を検討されることが望ま
しい。 

 

 （2）自立発展性についての認識向上 
プロジェクト活動は、プロジェクト実施機関だけのために行われているのではなく、プ

ロジェクト終了後の自立発展的な活動継続のために行われるものであることを、関係者は

強く認識すべきである。各国は活動継続に必要な資金源の確保を図ることもさることなが

ら、診断技術及び疫学技術の自立発展的な向上並びに精度の高いより確実な情報発信を図

るため、各国間の診断法の統一化・標準化に向けた取り組みを継続的に実施すべきであり、
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また統一化・標準化された対象疾病数を増加するよう努めることが望まれる。 

 

 （3）卒後継続研鑽機会の制度化 
獣医師は社会の要請に応えるために常に研鑽することが求められる。大学学部における

獣医学教育には限界があることから、本プロジェクトで取り組まれた活動を参考に、現場

の獣医師のニーズに基づいた卒後継続研鑽を制度化することにより、地域獣医療水準が向

上されることが望ましい。さらに、各国間で調整した卒後継続研鑽を制度化することによ

り、地域共通の課題について質の高い研修が実施されることが期待される。 

 

 （4）行政機関との適切な連携に関する検討 
本プロジェクトで行われる活動は、最終的には生産現場における家畜衛生分野のニーズ

に適切に応えるためのものであり、それゆえ、関係する獣医師の診断に関する能力向上を1
つの重要な成果としている。その目的を適切かつ効率的に達成していくためには、各国政

府関係機関や獣医関係団体との良好な関係が必要不可欠であるため、プロジェクト活動を

通して生まれた関係を礎にして、今後強固なネットワークへと発展させていくべきである。 

 

 （5）診断技術及び疫学技術の能力向上の継続 
本プロジェクトでは、大学の若手教員に技術研修を施して能力を向上するという活動は

ニーズに適合し、成果を上げた。特に受益対象3カ国においては獣医学教育が充実している
とは言い難い。大学教員の能力向上は学部学生の教育レベルの改善、現場獣医師への研修

提供の前提条件である。本プロジェクトで、ラ・プラタ大学の獣医疫学の若い教員により

「獣医学における生物統計学マニュアル」が作成されるなど各大学教員の診断技術等の能

力向上が図られてきた。今後とも、調査研究分野で切磋琢磨することにより、診断技術及

び疫学技術の能力向上に努めることが望まれる。 

 

 （6）消耗品の購入予算等の確保 
プロジェクト終了後、活動によって培われた診断や研究を継続していくためには、試薬

やプラスチック類など消耗品の購入や、設置された機材類の維持管理が必要不可欠である。

そのため、各大学は、プロジェクト終了後に必要な予算を継続的に確保できるのか、また

消耗品等の購入ルートは確実に確保されているのか等を十分に検討し、適切に対応する必

要がある。必要な予算を確保する方法として、検査料の徴収や診断液の販売などが考えら

れるが、生産者組合など関係機関との連携も視野に入れ、各国に適した方法が検討される

ことが期待される。 

なお、各大学は、インキュベーターや冷蔵庫、冷凍庫などの温度管理は、検査結果や試

薬類の品質に直接影響を及ぼす要因であることから、バックアップ体制を整備するなど早

急な対応が望まれる。 

 

 （7）プロジェクト・ウェブサイトの継続・発展 
2009年12月、「イベロアメリカ獣医予防疫学会」が発足した。この学会発足は本プロジェ

クトのネットワークが下地になっている。当該学会には、本プロジェクトで獣医疫学に興  
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味を抱いた獣医師たちが多く参加しており、この分野の活動が活性化されることが期待さ

れる。これを足掛かりに、本プロジェクトで構築された情報ネットワークがこの学会と歩

調を合わせて発展できるよう、掲載内容の充実や域内の多くの獣医師に幅広く活用される

ような積極的な取り組みが継続されることが期待される。 

 

 （8）プロジェクト・デザイン･マトリックス（PDM）の見直し 
現行のプロジェクト計画書であるPDM Ver.2は、プロジェクト中間評価の提言に従って

改訂されたものであるが、外部条件が記入されていない。今回の終了時評価では、PDM Ver.2
を用いて評価を実施した。その結果、プロジェクト活動を阻害する大きな外部条件は確認

できなかったため、評価を実施するにあたり問題とはならなかった。 

しかしながら、今後プロジェクトを終了するまでの期間に、何らかの外部条件が起こり、

プロジェクト目標の達成に影響を及ぼす可能性が否定できないため、PDM Ver.2に外部条
件を新たに加えたPDM ver.3を作成することが推奨される。 

 

３－５ 教 訓 

これまでの評価の結果に基づき、評価チームは、今後の類似プロジェクトの実施にあたって、

次の事項を教訓として示す。 

 

 （1）プロジェクトに対する共通認識の醸成 
広域協力の実施にあたっては、中核国（機関）の運営面でのオーナーシップ及び受益国

（機関）のモチベーションが不可欠である。プロジェクト関係者は、これらを基に共通課

題及び実施枠組みについてのコンセンサスをプロジェクト開始時点までに得ることが重要

である。 

 

 （2）プロジェクト・デザイン･マトリックス（PDM）策定時の留意事項 
PDM Ver.2については中間評価時に大幅に改定されたが、アルゼンチン分のPDM Ver.2におい
て、成果2の活動の記述が不十分であり、論理的に構成されていない。PDMを策定するにあたっ
ては、成果と活動が論理的に構成されるよう配慮すべきである。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 １－１－１ 経 緯 

南米諸国において、畜産業は基幹産業として重要な位置を占めている。特に、メルコスール

（南米南部共同市場）による経済統合が進むなか、域内の家畜生体や畜産物の流通が一層盛ん

になり、各国の経済に与える影響は、大きくなっている。 

このように、経済統合による域内の経済活動が活発になる一方で、口蹄疫などの重要家畜疾

病の発生により、畜産物の流通が制限されるなどの事態が生じており、各国は大きな経済的損

失を生じている。 

しかしながら、家畜疾病の診断、伝染病予防等の国ごとのレベルの差は大きく、また、各国

が自国の国境監視に終始してきたことから、国境を越えた家畜疾病防除のための技術と制度の

確立といった共同対策が急務となっている。 

本案件は、南米南部を対象とした協力に参加を表明したアルゼンチン共和国（以下、「アルゼ

ンチン」と記す）、パラグアイ共和国（以下、「パラグアイ」と記す）、ボリビア多民族国（以下、

「ボリビア」と記す）、ウルグアイ東方共和国（以下、「ウルグアイ」と記す）の4カ国を対象に、
大学の獣医学部をC/Pに実施している広域協力案件である。 
要請段階の「南米地域における家畜疾病防除計画」が示すとおり研究能力の向上やラボラト

リー（以下、「ラボ」と記す）の強化をめざす性格の案件であったが、その後2度の事前調査を
経て、獣医師の再教育を通じて人材育成を行う「広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のた

めの人材育成プロジェクト」に整理され、4カ国で案件が開始された。 
活動の枠組みは、20年間近くアルゼンチン ラ・プラタ大学で実施してきた家畜衛生・疾病診

断技術に係る協力の成果を活用し、同国に隣接するボリビア、パラグアイ、ウルグアイに協力

の対象地域を拡大し、家畜衛生改善のための技術を強化するものである。大学、研究所の獣医

師のみならず、家畜疾病診断を担う現職獣医師の再教育を実施するとともに、それらの人的連

携及び疾病情報データベース・獣医師メーリングリスト等の活用による家畜衛生（疫学）情報

を広域ネットワーク上で整備し、域内の疾病診断能力を強化するものである。 

協力期間は2005年8月～2010年7月の5年間である。プロジェクト実施機関は、ラ・プラタ大学
（アルゼンチン）、ガブリエル・レネ・モレノ大学（ボリビア）、アスンシオン大学（パラグア

イ）、共和国大学（ウルグアイ）であり、ラ・プラタ大学が広域プロジェクトの事務局を務めて

いる。 

今般、協力開始から5年目を迎え、2010年7月の協力期間終了に向けてこれまでの活動実績を
評価するとともに、今後に向けての提言及び教訓を抽出することを目的に、終了時評価調査団

を派遣する。 

 

 １－１－２ 派遣の目的 

終了時評価調査は次の事項を目的に実施された。  

（1）プロジェクトの実績と実施プロセスを確認し、その情報に基づいて、評価5項目（妥当性、
有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）の観点から日本側・アルゼンチン側双方で総

合的に評価する。 
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（2）プロジェクト終了までの期間で対応すべきことを明らかにし提言するとともに、今後の
類似プロジェクトの実施にあたっての教訓を導き、結果を日本、アルゼンチン両国政府及び

関係機関に報告・提言する。 

    

なお、終了時評価調査報告書は、スペイン語、日本語の両言語で作成し、これらには正副の

関係はない。 

また、本評価報告書は、日本側とアルゼンチン側の共同で調査して作成した。しかし、各国

の実績確認については、アルゼンチン調査団の同行のうえ、日本側調査団が情報を収集し、整

理した。また、アルゼンチン以外の国であるボリビア、パラグアイ、ウルグアイに対する評価

については、アルゼンチン側評価団が直接確認できない内容もあることから、一部の項目につ

いては、日本側調査団のみで評価したものを記載した。 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 

 １－２－１ 調査団の構成 

調査団は次で構成された。なお、以下のアルゼンチン側のメンバーと合同評価チームを結成

し、評価を実施した。 

 

  （1）日本側評価チーム 

氏 名 

調査担当分野 
所 属 

要田 正治 

団長/疫学 

JICA 国際協力専門員 

小野 憲一郎 

家畜疾病防除技術/再教育システム 

株式会社 日本動物高度医療センター腫瘍科・学術部門長 

（元東京大学大学院教授） 

荻窪 恭明 

計画調整 

JICA農村開発部 畑作地帯グループ 
畑作地帯第一課 企画役 

柏崎 佳人 

評価分析 
A&Mコンサルタント有限会社 

 

  （2）アルゼンチン側評価チーム 

氏 名 所 属 

Jorge A Rodriguez TOLEDO  
団 長 

SENASA  
実験動物セクション コーディネータ 

Andrea DE FORNASARI 外務省 国際協力局 日本担当官 

Lizzy Della ROSA ラ・プラタ大学本部職員 
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 １－２－２ 調査日程 

日本側調査団は、2010年4月25日～5月23日の期間、アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ及
びウルグアイの4カ国を調査した。2010年5月19～20日にかけては、アルゼンチンと合同評価チ
ームを結成し、プロジェクトの評価を実施した（詳細は付属資料1「終了時評価調査日程」を参
照）。 

 

１－３ 主要面談者 

 終了時評価調査期間中の主要面談者は、付属資料2「主要面談者リスト」のとおり。 
 

１－４ プロジェクトの概要 

 １－４－１ プロジェクトの骨子 

中間評価で改訂したプロジェクトの骨子（PDM Ver.2に該当）は次のとおりである。 
 

  （1）広域（地域） 
1）広域上位目標 
南米南部地域の獣医の家畜疾病診断についての卒後継続研鑽が推進される。 

2）広域プロジェクト目標 
域内獣医の業務においてプロジェクトによってつくられた情報が活用される。 

3）広域プロジェクト成果 
（a）広域調整システムがつくられる。 
（b）プロジェクトのテーマに関するレポートが作成される。 
（ⅰ）アルゼンチンの目標 

（ⅱ）ボリビアの目標 

（ⅲ）パラグアイの目標 

（ⅳ）ウルグアイの目標 

（c）広域研究グループがつくられる。 
（d）現場獣医や生産者が利用可能な情報が普及している。 

4）広域活動 
（a）-1．広域調整システムのためのJCCを組織する。 
（a）-2．年1回定期的なJCC会議を域内で開催する。 
（b）  各国の活動を実施する（各国のPDMの活動を参照）。 
（c）-1．広域研究計画を作成する。 
（c）-2．各国コーディネータが広域研究に参加する者を選ぶ。 
（c）-3．当該分野の調査研究を行い、研究レポートを作成する。 
（d）-1．2008年末までに4獣医学部間で、プロジェクトで作成した情報の発信についての

クライテリアに関する規則をつくる。 

（d）-2．2009年初めから承認されたすべてのレポートを獣医師及び生産者向けに著者に
よりスペイン語によって加工する。 

（d）-3．2009年初めから加工された情報をプロジェクトのウェブサイトまたはニュース
レターに配信する。 
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（d）-4．2009年初めから加工された情報を専門家によるセミナーや印刷物によって広報
する。 

 

  （2）アルゼンチン 
1）プロジェクト目標 
（a）広域目標 

プロジェクトのテーマに関するレポートがつくられる。 

（b）アルゼンチン目標 
ラ・プラタ大学獣医学部の当該分野の能力が向上する。 

2）アルゼンチン成果 
（a）ラ・プラタ大学獣医学部の育成中の教員が診断と疫学についての技術を訓練されて

いる。 

（b）ラ・プラタ大学獣医学部の教員たちがプロジェクト参加の3カ国の大学教員に診断と
疫学技術を移転する能力が身についている。 

（c）ラ・プラタ大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する。 
（d）ラ・プラタ大学獣医学部の調整による診断・疫学情報の広域ネットワークが確立す

る。 

3）アルゼンチン活動 
（a）-1．ラ・プラタ大学獣医学部の必要に沿ったトレーニング計画を作成する。 
（a）-2．ラ・プラタ大学獣医学部教員群に対する診断技術のトレーニングコースを行う。 
（a）-3．ラ・プラタ大学獣医学部教員群に疫学技術のトレーニングコースを行う。 
（b）-1．ラ・プラタ大学獣医学部教員群に診断技術のOJTを行う。 
（b）-2．ラ・プラタ大学獣医学部教員群に疫学技術のOJTを行う。 
（c）-1．必要に基づくラボの機材の設置、消耗品の設置、建物の改修計画をつくる。 
（c）-2．家禽病理ラボの建物の改修をする。 
（c）-3．プロジェクトのテーマに関係するラボの機材、消耗品を設置する。 
（d）-1．4カ国の獣医学部間でネットワーク形成についての基準づくりの検討と合意をす

る。 

（d）-2．プロジェクトのウェブサイトを立ち上げる（プロジェクトの一般情報、ニュー
ス、メール、図書館、調査研究出版物）。 

 

  （3）ボリビア 
1）プロジェクト目標 
（a）広域目標 

プロジェクトが扱う疾病についての情報がつくられる。 

（b）ボリビア目標 
ボリビアの家畜疾病診断の能力が向上する。 

2）ボリビア成果 
（a）ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の教員の能力が向上する。 
（b）大学以外の獣医の能力が向上する。 
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（c）ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する。 
3）ボリビア活動 
（a）-1．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の必要に沿ったトレーニング計画及び

研究計画をつくる。 

（a）-2．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の若手教員に診断技術のトレーニング
コースを行う。 

（a）-3．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の若手教員に疫学技術のトレーニング
コースを行う。 

（a）-4．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の若手教員に診断技術のOJTを行う。 
（a）-5．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部の若手教員に疫学技術のOJTを行う。 
（a）-6．プロジェクトにかかわるガブリエル・レネ・モレノ大学の教員にラボにおける

診断技術の更新コースをする。 

（a）-7．研究を実施する。 
（b）-1．大学以外の獣医師の必要に沿ったトレーニング計画をつくる。 
（b）-2．上記の獣医師に対し、診断技術のトレーニングコースを行う。 
（b）-3．上記の獣医師にサンプリング技術のトレーニングコースを行う。 
（c）-1．必要に基づくラボの機材の設置、消耗品の設置、建物の改修計画をつくる。 
（c）-2．ラボの建物の改修をする。 
（c）-3．プロジェクトのテーマに関係するラボの機材、消耗品を設置する。 

 

  （4）パラグアイ 
1）プロジェクト目標 
（a）広域目標 

プロジェクトに関する疾病についての情報がつくられる。 

（b）パラグアイ目標 
パラグアイの家畜疾病診断能力が向上する。 

2）パラグアイ成果 
（a）アスンシオン大学獣医学部の教官の能力が向上する。 
（b）ラボ及び現場の獣医師の能力が向上する。 
（c）アスンシオン大学獣医学部の診断と研究の環境が改選する。 

3）パラグアイ活動 
（a）-1．アスンシオン大学獣医学部の必要に沿ったトレーニング計画及び研究計画を作

成する。 

（a）-2．アスンシオン大学獣医学部教員に診断技術のトレーニングコースを行う。 
（a）-3．アスンシオン大学獣医学部教員に疫学技術のトレーニングコースを行う。 
（a）-4．アスンシオン大学獣医学部の教員に診断技術のOJTをする。 
（a）-5．アスンシオン大学獣医学部の教員に疫学技術のOJTをする。 
（a）-6．研究を実施する。 
（b）-1．大学以外の獣医師の必要に沿ったトレーニング計画をつくる。 
（b）-2．上記獣医師に診断技術のトレーニングコースを行う。 
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（b）-3．上記獣医師にサンプリング技術のトレーニングコースを行う。 
（c）-1．必要に基づくラボの機材の設置、消耗品の設置、建物の改修計画をつくる。 
（c）-2．ラボの建物の改修をする。 
（c）-3．プロジェクトのテーマに関係するラボの機材、消耗品を設置する。 

 

  （5）ウルグアイ 
1）プロジェクト目標 
（a）広域目標 

プロジェクトが扱う疾病についての情報がつくられる。 

（b）ウルグアイ目標 
ウルグアイの家畜疾病診断能力が向上する。 

2）ウルグアイ成果 
（a）共和国大学獣医学部の教員の能力が向上する。 
（b）ラボの獣医の能力が向上する。 
（c）現場の獣医の能力が向上する。 
（d）共和国大学獣医学部の診断と研究の環境が改善する。 

3）ウルグアイ活動 
（a）-1．共和国大学獣医学部の若手教員に家畜疾病診断のトレーニングコースを行う。 
（a）-2．共和国大学獣医学部の若手教員に域内のラボにおけるOJTを行う。 
（a）-3．研究を実施する。 
（b）-1．共和国大学獣医学部においてラボの獣医師向けの診断コースを行う。 
（b）-2．共和国大学獣医学部においてラボの獣医師にOJTを行う。 
（c）-1．共和国大学獣医学部において現場の獣医師に対して家畜疾病診断のコースを行

う。 

（c）-2．疾病診断に関する活動のための指導マニュアルを発展させる。 
（d）-1．必要に基づくラボの機材の設置、消耗品の設置、建物の改修計画をつくる。 
（d）-2．ラボの建物の改修をする。 
（d）-3．プロジェクトのテーマに関係するラボの機材、消耗品を設置する。 

 

 １－４－２ 投入計画 

プロジェクト計画書（PDM Ver.2）における投入計画は次のとおり。 
 

  （1）日本側の投入 
・長期専門家 

 「疫学/プロジェクト調整」 1人×55MM 
 「卒後研鑽/広域管理」 1人×25MM 
・短期専門家 

 診断技術 1MM（年間） 
・第三国専門家 

 アルゼンチンより診断技術研修の講師派遣 
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・研修員 

 協力対象4カ国からのアルゼンチンでの受入れ 
・機材供与 

・在外事業強化費等 

 

  （2）アルゼンチン側の投入 
・第三国専門家の派遣（派遣経費を除く） 

・第三国研修員の受入れ 

・C/Pの配置、施設・土地提供、研修実施にかかる費用その他 
 

  （3）ボリビア側の投入 
・C/Pの配置、施設・土地提供、研修実施にかかる費用その他 

 

  （4）パラグアイ側の投入 
・C/Pの配置、施設・土地提供、研修実施にかかる費用その他 

 

  （5）ウルグアイ側の投入 
・C/Pの配置、施設・土地提供、研修実施にかかる費用その他 

 

１－５ 評価方法 

 １－５－１ 評価項目 

プロジェクトの評価は、次の項目1～3に基づき実施された。  
 

  （1）項目1：達成度の測定 
プロジェクト計画〔討議議事録（R/D）、ミニッツ、PDM及びPO〕と比較した、投入、活

動の進捗、成果と目標の達成度の確認 

 

  （2）項目2：プロジェクトの実施プロセスの確認 
 

  （3）項目3：評価5項目 
次に示す5つの判断基準の観点から評価が実施された。 

1）妥当性 
プロジェクトの計画に対する妥当性は、対象国の開発政策や受益者のニーズの内容、更

にはPDM上のさまざまなレベルで設定されている目的との関連性から、プロジェクトの目
標と上位目標の有効性を確認し、評価する。 

2）有効性 
プロジェクトの有効性は、PDMにおけるプロジェクトの目標の達成の程度、またはどの

程度達成が期待され得るのかを、プロジェクトの成果からの関係から評価する。 

3）効率性 
プロジェクト実施における効率性を、PDM上で示されているプロジェクトで期待される



 

－8－ 

成果と投入の関係に主眼をおいて、タイミング、質、量の点から評価する。 

4）インパクト 
インパクトは、プロジェクトの結果によって生じた、意図したものまたは意図しなかっ

たもの、直接的な、または間接的な正と負の変化である。ここには、プロジェクトが意図

して実施してきた前向きな変化によってもたらされたPDM上位目標に関連するインパク
トも含む。 

5）自立発展性 
プロジェクトの自立発展性は、制度的な観点、財政的な観点、技術的な観点で、プロジ

ェクト終了後に、プロジェクトの成果がどの程度自立していくか、拡大していくかを確認

して、評価する。 

 

 １－５－２ 評価手法 

プロジェクトは評価チームによって評価される。評価チームは、プロジェクトサイトの訪問、

日本人専門家やプロジェクトのスタッフからのインタビューを実施する。 

プロジェクトの評価を適切にかつ効率的に実施するために、評価チームはプロジェクト・サ

イクル・マネジメント（PCM）手法を活用する。この手法は、プロジェクトの各要素の関係を
論理的に示したPDMをベース（基礎）としている。 
評価チームは、PDMの内容に基づいて、評価5項目の観点から、プロジェクトを分析、評価す

る。また、達成度や評価グリッドに結果を取りまとめ、最終的には、一連の提言を抽出する。 
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第２章 調査結果 
 

２－１ 現地調査結果の概要 

 調査結果の概要は次のとおり。 

 

 （1）終了時評価報告書の作成 
日本側評価団とアルゼンチン側評価団で合同評価チームを結成し、日本側が事前に収集、

整理した各国別の情報を基に、客観的、公正的な観点から、プロジェクト活動の進捗、成果

の達成度を関係4カ国別に調査、評価した。評価内容は終了時評価報告書としてまとめ、5月
20日に日本とアルゼンチン双方の評価団長によって署名交換し、JCCにおいてその内容を説明
し、了承された。 

 

 （2）プロジェクト活動の進捗、成果・目標達成度の概況 
PDM Ver.2に基づき、対象4カ国別に活動の進捗、成果・目標の達成度を確認した。 
獣医学部の能力向上や、診断や研究のための環境改善（ラボ整備）については、国によっ

てばらつきは見られるものの、機材や専門家の投入、研修やOJTの実施によって目標がほぼ達
成されていた。しかし、獣医学部以外の研究所や現場獣医師に対する能力向上の機会につい

ては、その機会が十分に確保できていたとはいえず、今後とも既存の制度を拡充させるよう

な形で継続・発展させていく努力が各国に期待される。 

各国が取りまとめて作成する、対象疾病に係る情報提供については、アルゼンチンばかり

でなくほか3カ国ともに研究報告書や疾病調査レポート、診断マニュアルなどが作成されてお
り、多くの成果を確認することができた。 

署名が遅れたことにより本協力に1年遅れて参加したウルグアイについて、中間評価調査時
には「活動の実績が十分に得られず、成果の達成度が低調」という評価を受けたが、その後

活発にプロジェクト活動を進めてきたことによって遅れを取り戻し、今回の調査時にはその

予定された成果がほぼ達成されていた。 

 

２－２ プロジェクトの実績 

プロジェクトに対する投入実績、プロジェクト活動の進捗、成果と目標の達成度は次のとおり。

なお、評価に先立ち、関係機関から提出されるプロジェクト活動進捗に関する情報は必ずしも十

分に整理されていなかったため、別にプロジェクト事務所がまとめた研修や専門家、機材などの

投入実績、プロジェクト成果品リストなどを精査し、不足部分は改めて関係者から確認を取るこ

とによって定量的な分析を実施した。 

 

 ２－２－１ 日本の投入実績 

プロジェクトに対する日本側からの投入結果は以下のとおり。 

 

  （1）専門家派遣 
（1-1）長期専門家 

「疫学情報資源整備/プロジェクト運営管理」の長期専門家を53MM、プロジェクトに
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派遣されている。また、「再教育システム/広域業務調整」の長期専門家を20MM、プロジ
ェクトに派遣された。 

（1-2）短期専門家 
「新興・再興感染症診断」を0.5MM、「鶏病診断技術」を0.5MM、「病理学」を0.6MM、

「家畜疾病防除」を0.6MM、「家畜疾病防除」を0.4MM、「人獣共通感染症診断技術」を
0.67MM、計6人の短期専門家がプロジェクトに派遣された（詳細は付属資料3「合同評価
報告書」参照）。 

（1-3）第三国専門家 
アルゼンチン ラ・プラタ大学から、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイに、狂犬病予

防、ガンボロ病、PCR診断技術、牛・ヒツジの流産診断、ブタと鶏のサルモネラ症診断な
どの分野、また、SENACSAから、ボリビアに、牛ブルセラ病診断抗原作成の分野で第三
国専門家を派遣した（詳細は付属資料3「合同評価報告書」参照）。日本側は、この派遣
に関する経費のうち、派遣費（旅費、宿泊費等）を負担した。 

 

  （2）機材供与（2010年3月現在） 
アルゼンチンに対してReal Time PCR、ボリビアに対して顕微鏡、パラグアイに対してク

リーンベンチ（Clean Bench）、ウルグアイに対して偏光顕微鏡（Polarizing Microscope）な
ど、4カ国に対して総額81万270米ドル（＝7,511万2,000円、換算レート1米ドル＝92.70円）
の機材の投入を行った。 

 

  （3）本邦研修 
期間中、本邦研修の実施実績はなかった。 

 

  （4）プロジェクト運営経費負担（2010年3月現在） 
プロジェクトの運営経費として、日本側から総額130万2,448米ドル（＝1億2,073万7,000

円、換算レート1米ドル＝92.70円）の経費負担がなされた。 
 

 ２－２－２ アルゼンチンの実績 

  （1）投 入 
1）第三国専門家 
アルゼンチン ラ・プラタ大学から、ボリビア、パラグアイ及びウルグアイに、狂犬病

予防、ガンボロ病、PCR診断技術、牛・ヒツジの流産診断、ブタと鶏のサルモネラ症診断
などの分野で第三国専門家を派遣した。アルゼンチン側は、この派遣に関する経費のうち、

人件費を負担した。2010年までに、総額23万4,000アルゼンチンペソ（＝7万8,000米ドル、
換算レート1米ドル＝3ペソ）が負担された。 

2）プロジェクト実施経費 
アルゼンチンで実施する獣医師の研修、ラボの整備費用、業務調整関連、事務所の光熱

費など、プロジェクト実施経費として、2010年までに総額56万1,900アルゼンチンペソ（＝
18万7,300米ドル、換算レート1米ドル＝3ペソ）が支出された。 
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3）プロジェクトスタッフ 
プロジェクト運営関連スタッフ、各国との調整役として、ジェネラル・コーディネータ、

アシスタント・コーディネータ、プロジェクト・オフィサーが配置された。 

4）その他 
プロジェクト事務所、車両、運転手等の配置がなされた。 

 

  （2）アルゼンチンでのプロジェクトの達成度 
1）アルゼンチンの活動の進捗 

PDM Ver.2に基づくアルゼンチンのプロジェクト活動達成度は次のとおりである。 
 

活動項目 達成度 

1.1．ラ・プラタ大学獣医学部の必要に
基づく研修計画を作成する。 

・必要な研修内容が把握され、研修計画及びカリキュ
ラムが作成された。 

1.2．ラ・プラタ大学獣医学部教員群に
対する診断技術の研修を行う。 

・以下のとおり、研修が実施された。 
コース（1）マイコプラズマ症肺炎遺伝子学的診断技
術 
（2）ブタと鶏のサルモネラ症遺伝子学的診断技術コ
ースの参加者人数：（1）20人、（2）10人 

1.3．ラ・プラタ大学獣医学部教員群に
疫学技術の研修をする。. 

・疫学入門コースの研修が2回実施され計70人が参加
した。 

2.1．ラ・プラタ大学獣医学部教員群に
診断技術のOJTを行う。 

・日本人短期専門家が分子診断技術に係るOJTを実
施し、その技術を修得したラ・プラタ大学教官が、研
修や第三国専門家としての活動を通して、3カ国の大
学教員に更なる技術移転を行った。 

2.2．ラ・プラタ大学獣医学部教員群に
疫学技術のOJTを行う。 

・日本人長期専門家が疫学技術に係るOJTを実施し、
その技術を修得したラ・プラタ大学教官が、研修や第
三国専門家としての活動を通して、3カ国の大学教員
に更なる技術移転を行った。 

3.1．必要に基づくラボの機材の設置消
耗品の設置、建物の改修計画をつくる。 

・既存の機材、消耗品、建物を把握し、設置及び改修
計画を作成した。 

3.2．家禽病理ラボの建物の改修をす
る。 

・家禽病理ラボが、OIEにより勧告された生物安全
基準を満たす建物に改修され、生物安全性の要件を満
たす運用が行われているかSENASAによりモニタリ
ングがされた。 

3.3．プロジェクトのテーマに関係する
ラボの機材、消耗品を設置する。 

・安全キャビネットクラスII、リアルタイムPCR用機
材、ELISA用機材、高速遠心器、フリーザーなど、さ
まざまな機材が設置され、使用実績をモニタリングし
ている。 
・数多くの消耗品が供与され、診断・研究に活用され
ている。 
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活動項目 達成度 

4.1．4カ国の獣医学部間でネットワー
ク形成についての規準づくりの検討と
合意をする。 

・中間評価時より採用されたアルゼンチンコーディ
ネータを中心とした運営、ネットワークが定着してい
る。 

4.2．プロジェクトのウエブサイトを立
ち上げる（プロジェクトの一般情報、
ニュース、メール、図書館、調査研究
報告書）。 

・ウェブサイトが立ち上げられた。 
（http：//provetsur.net/） 
・ウェブサイトの情報が適宜更新され、定期的にアク
セス数がモニタリングされている。 
・イベロアメリカ獣医予防疫学会が発足され、本学会
の情報ネットワーク運営管理をラ・プラタ大学が負う
こととなった。プロジェクトにおける情報ネットワー
クを、学会の情報ネットワークへと発展的に移行さ
せ、プロジェクト終了後におけるウェブサイトの管理
も合わせて実施していくという作業を進めている。 

 

2）アルゼンチンで期待される成果の達成度 
PDM Ver.2に基づくアルゼンチンの成果の評価は次のとおりである。 
 

成果の項目 達成度 

1．ラ・プラタ大学獣医学部の育成中の
教員が診断と疫学についての技術を訓
練されている。 

・2種類の診断技術研修（分子診断）が実施され、30
人の若手教員が参加した。 
・疫学入門コースを2回実施し、計70人の若手教員が
参加した。 
・日常業務を通じて研鑽に努めている。 

2．ラ・プラタ大学獣医学部の教員たち
がプロジェクト参加の3カ国の大学教
員に診断と疫学技術を移転する能力が
身についている。 

1．以下の研修員を3カ国から受け入れた。 
2005年度受入（12人：ボリビア4、パラグアイ4、ウル
グアイ4） 
2006年度受入（10人：ボリビア4、パラグアイ4、ウル
グアイ2） 
2007年度受入（14人：ボリビア5、パラグアイ4、ウル
グアイ5） 
2008年度受入（10人：ボリビア3、パラグアイ4、ウル
グアイ3） 
2009年度受入（14人：ボリビア4、パラグアイ6、ウル
グアイ4） 
延べ人数：60人（男性23人、女性37人） 
2．以下の専門家が3カ国へ派遣された。 
2005年度派遣：0、2006年度派遣：9、2007年度派遣：
8、2008年度派遣：8、2009年度派遣：17延べ人数：42
人（診断33人、疫学9人、男性29人、女性13人） 
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成果の項目 達成度 

3．ラ・プラタ大学獣医学部の診断と研
究の環境が改善する。 

・事前調査時に必要とされた整備状況と照らし合わ
せて次のとおり整備が実施された。 
家禽病理学：整備済み、ウイルス学：整備済み、微生
物学及び食品衛生学：整備済み。 

4．ラ・プラタ大学獣医学部の調整によ
る診断・疫学情報の広域ネットワーク
が確立する。 

1．中間評価時より採用されたアルゼンチンコーディ
ネータを中心とした運営、ネットワークが定着してい
る。 
2．プロジェクトウェブサイトへのアクセス件数が下
記のとおり上昇している。 
1万 371（ 2006.5～ 2007.4）、 1万 1,795（ 2007.5～
2008.4）、1万4,560（2008.5～2009.4）、1万7,806（2009.5
～2010.4） 

 

3）アルゼンチンのプロジェクト目標の評価 
 

目標の項目 達成度 

広域目標 

プロジェクトのテーマに関するレポー

トがつくられる。 

・以下の研究成果が発表された。 

2006年 査読付論文3編、2007年 査読付論文8編 
2008年 調査報告書2編、2009年 査読付論文6編、調査
報告書1編 
・延べ人数であれば5カ年間で30人のラ・プラタ大学
教官を共著者とするレポートの公刊はなされている。 

国目標 

ラ・プラタ大学獣医学部の当該分野の

能力が向上する。 

・2005～2009年にかけては以下のとおり上昇した。 
2005～2006年：18.6％、2006～2007年：34.8％ 
2007～2008年：11.5％、2008～2009年：15.5％ 

 

 ２－２－３ ボリビアの実績 

  （1）投 入 
1）プロジェクト実施経費 
インフラ整備費、機材の設置と維持管理経費など2010年3月までに総額5万6,355米ドルが

負担された（ここには関係者の賃金は含めない）。 

2）プロジェクトスタッフ 
プロジェクト運営関連スタッフとして、国コーディネータが配置された。なお、ラボ、

疫学情報などの分野で7人の技術分野のC/Pが配置されている。 
3）その他 
プロジェクト事務所、ラボ、車両等の配置がなされた。 
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  （2）ボリビアでのプロジェクトの達成度 
1）ボリビアの活動の進捗 

PDM Ver.2に基づくボリビアのプロジェクト活動の評価の概要は次のとおりである。 
 

活動項目 達成度 

1.1．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣
医学部の必要に沿ったトレーニング計

画及び研究計画をつくる。 

・プロジェクトの目的に沿って研修計画を策定した。 

1.2．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣
医学部の若手教員に診断技術のトレー

ニングコースを行う。 

・ガブリエル・レネ・モレノ大学若手研究員8人がラ・
プラタ大学で診断技術に関する研修を受けた。 

1.3．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣
医学部の若手教員に疫学技術のトレー

ニングコースを行う。 

・獣医疫学入門コースなど5種類の疫学に係るセミナー
を開催した。 

1.4．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣
医学部の若手教員に診断技術のOJTを
行う。 

・延べ11人のアルゼンチン人及びパラグアイ人専門
家が派遣され、診断に係るOJTを実施した。 

1.5．ガブリエル・レネ・モレノ大学の
若手教員に疫学技術のOJTを行う。 

・5人のアルゼンチン人専門家及び日本人長期専門家
が派遣され、疫学技術についてのOJTを実施した。 

1.6．プロジェクトにかかわるガブリエ
ル・レネ・モレノ大学の教員にラボに

おける診断技術の更新コースをする。 

・ガブリエル・レネ・モレノ大学若手研究員3人がラ・
プラタ大学で診断技術に関する更新コースを受けた。 

1.7．研究を実施する。 ・狂犬病に関し、5編の査読付論文を投稿し、うち4
編は既に掲載済み。更に2編を作成中。 
・白血病及び牛ブルセラ病に係るレポートを作成中。 

2.1．大学以外の獣医の必要に沿ったト
レーニング計画をつくる。 

・トレーニング計画を策定し、それに沿ってラボ及び

フィールド獣医師に対する研修のために、5種類（鳥
インフルエンザ＋小規模養鶏、狂犬病、牛ブルセラ病、

診断技術）の普及マニュアルを作成した。 

2.2．上記の獣医に対し、診断技術のト
レーニングコースを行う。 

・LIDIVETの技術者1人がラ・プラタ大学で診断技術
に関する研修を受けた。 

・LIDIVET研究員、SENASAG行政官等が、牛白血病
等の診断に係るセミナーを受講し、また鶏病疫学セミ

ナーにおいても診断技術についての研修を受けた。 

・畜産学術集会において狂犬病のワークショップを

主催し、各レベルの獣医師が約100人参加した。 

2.3．上記の獣医にサンプリング技術の
トレーニングコースを行う。 

・サンタクルス市役所等の約30人の獣医師が獣医疫
学入門コースを受講し、サンプリング技術について学

んだ。 
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活動項目 達成度 

3.1．必要に基づくラボの機材の設置、
消耗品の設置、建物の改修計画をつく

る。 

・SENACSAより専門家を受け入れ、牛ブルセラ病抗
原製造に必要な機材・消耗品類及びラボの改修に係る

調査を実施し、計画を策定した。 

3.2．ラボの建物の改修をする。 ・牛ブルセラ病診断抗原製造のためにPROVETSUR
ラボ内細菌部門の改修工事を実施した。 

・狂犬病監察犬舎が建設され、活用されている。 

3.3．プロジェクトのテーマに関係する
ラボの機材、消耗品を設置する。 

・安全キャビネットクラスⅡ、リアルタイムPCR用機
材、及びELISA用機材などが設置された。 

 

2）ボリビアで期待される成果の達成度 
PDM Ver.2に基づくボリビアの成果の評価は次のとおりである。 
 

成果の項目 達成度 

1．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医
学部の教員の能力が向上する。 

・ガブリエル・レネ・モレノ大学若手研究員8人がラ・
プラタ大学でPCR等の診断技術に関する研修を受け、
業務に活用している。 
・ラボ技術に関し、11人の教官が研修を受け、業務に
活用している。 

2．大学以外の獣医の能力が向上する。 ・LIDIVETの技術者1人がラ・プラタ大学で診断技術
に関する研修を受けた。 
・各レベルの獣医師が、診断セミナー、鶏病疫学セミ
ナー、狂犬病ワークショップ等に参加し、診断技術に
ついての研修を受けた。 

3．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医
学部の診断と研究の環境が改善する。 

・牛ブルセラ病診断抗原製造のためにPROVETSUR
ラボ内細菌部門の改修工事を実施し、安全キャビネッ
トクラスⅡが設置された。 
・狂犬病監察犬舎が建設され、活用されている。 

 

3）ボリビアのプロジェクト目標の評価 
 

目標の項目 達成度 

広域目標 
プロジェクトが扱う疾病についての情
報がつくられる。 

・狂犬病に関し、5編の査読付論文を投稿し、うち4
編は既に掲載済み。更に2編を作成中。 
・牛白血病に係るレポートを作成中。 
・鳥インフルエンザ等に関する普及マニュアルを作
成した。 

国目標 
ボリビアの家畜疾病診断能力が向上す
る。 

・ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部において以
下の5疾病が新たに診断できるようになった。 
狂犬病、ニューカッスル病、牛ブルセラ病（3種の診
断液を製造）、馬伝染性貧血、牛白血病 
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次の診断技術が新たに実施可能になった。 
血清診断（HI、HA、ELISA、BPA、AGID） 
分子診断（PCR） 

 

 ２－２－４ パラグアイの実績 

  （1）投 入 
1）プロジェクト実施経費 
施設維持管理費、専門家活動経費など、2010年3月までに総額1億160万グアラニー（G.）

（＝2万320米ドル、換算レート1米ドル＝5,000G.）が負担された（ここには関係者の賃金
は含めない）。 

 

2）プロジェクトスタッフ 
プロジェクト運営関連スタッフとして、国コーディネータが配置された。なお、家禽病

学、家禽血清学などの分野で6人の技術分野のC/Pが配置されている。 
 

3）その他 
プロジェクト事務所、ラボ、車両等の配置がなされた。 

 

  （2）パラグアイでのプロジェクトの達成度 
1）パラグアイの活動の進捗 

PDM Ver.2に基づくパラグアイのプロジェクト活動の評価の概要は次のとおりである。 
 

活動項目 達成度 

1.1．アスンシオン大学獣医学部の必要
に沿ったトレーニング計画及び研究計
画を作成する。 

・計画はPDM Ver.2に沿って策定された。 

1.2．アスンシオン大学獣医学部教員に
診断技術のトレーニングコースを行
う。 

・研修員の受入枠や研修対象分野の人材の制約があ
るなか、延べ22人がラ・プラタ大学で集団もしくは個
別研修を受講した。 

1.3．アスンシオン大学獣医学部教員に
疫学技術のトレーニングコースを行
う。 

・獣医疫学入門コースなど4種類の疫学に係るセミナ
ーを開催した。 

1.4．アスンシオン大学獣医学部の教員
に診断技術のOJTをする。 

・延べ11人のアルゼンチン人専門家が派遣され、主
として鶏病診断に係るOJTを実施した。 

1.5．アスンシオン大学獣医学部の教員
に疫学技術のOJTをする。 

・2人のアルゼンチン人専門家及び日本人長期専門家
が派遣され、疫学技術についてのOJTが実施された。 

1.6．研究を実施する。 ・ガンボロ病に関し、3編の査読付論文を投稿し、既
に掲載されている。 
・ガンボロ病に係る野外実験や調査を実施した。 
・ブタと鶏が保菌するサルモネラ菌のセロタイプにつ
いて調査を実施した。 
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活動項目 達成度 

2.1．大学以外の獣医の必要に沿ったト
レーニング計画をつくる。 

・研修計画は作成されていない。 

2.2．上記獣医に診断技術のトレーニン
グコースを行う。 

・SENACSAの7人の獣医師に対しブタと鶏のサルモ
ネラ症の分子診断についてOJTを実施した。また4人
が最新診断技術に係る研修を受講した。 

2.3．上記獣医にサンプリング技術のト
レーニングコースを行う。 

・上記研修において、サンプリング技術についてのト
レーニングも実施した。 

3.1．必要に基づくラボの機材の設置 ,
消耗品の設置、建物の改修計画をつく
る。 

・改修計画により解剖室が建設される予定である。 

3.2．ラボの建物の改修をする。 ・家禽病理ラボ内部のデザインを基準に沿って変更
したが、改修は行っていない。 
・近々焼却炉を備えた解剖室を建設予定である。 

3.3．プロジェクトのテーマに関係する
ラボの機材、消耗品を設置する。 

・安全キャビネットクラスⅡ、ELISAやPCRに係る機
材が設置され、診断に活用されている。 

 

2）パラグアイで期待される成果の達成度 
PDM Ver.2に基づく整理されたパラグアイの成果の評価は次のとおりである。 
 

成果の項目 達成度 

1．アスンシオン大学獣医学部の教員の
能力が向上する。 

・研修員の受入枠や研修対象分野の人材の制約があ
るなか、延べ22人がラ・プラタ大学で集団もしくは個
別研修を受講した。 

2．ラボ及び現場の獣医師の能力が向上
する。 

・SENACSAの7人の獣医師に対しブタと鶏のサルモ
ネラ症の分子診断についてOJTを実施した。また4人
が最新診断技術に係る研修を受講した。 

3．アスンシオン大学獣医学部の診断と
研究の環境が改善する。 

・安全キャビネットクラスⅡが設置され、かつ家禽
病理ラボ内部のデザインを基準に沿って変更した。 
・供与された機材については有効に活用されている。 

 

  （3）パラグアイのプロジェクト目標の評価 
 

目標の項目 達成度 

広域目標 

プロジェクトが扱う疾病についての情

報がつくられる。 

・ガンボロ病に関し、3編の査読付論文を投稿し、既
に掲載されている。 

・ウルグアイの学会において、鶏及びブタの疾病発生

状況についての招待講演を行った。 

・ガンボロ病に係る実験・調査結果を2編まとめた。 
・ガンボロ病に係る集団研修教材を作成した。 
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目標の項目 達成度 

国目標 

パラグアイの家畜疾病診断能力が向上

する。 

1．アスンシオン大学獣医学部において以下の5疾病が
新たに診断できるようになった。 

ブタと鶏のサルモネラ症、ガンボロ病、マイコプラズ

マ症（gallicepticum及びsynobviae）、伝染性気管支炎 
2．次の診断技術が新たに実施可能になった。 
ELISA、PCR、免疫磁気ビーズ法、病理解剖、免疫組
織染色法 

 

 ２－２－５ ウルグアイの実績 

  （1）投 入 
1）プロジェクト実施経費 
微生物学科の研究室建設、病理学の研究室建設などプロジェクトに関連して、総額16万

2,000米ドルの予算が組まれた（ここには関係者の賃金は含めない）。 
 

2）プロジェクトスタッフ 
プロジェクト運営関連スタッフとして、国コーディネータが配置された。なお、微生物

学などの分野で3人の技術分野のC/Pが配置されている。 
 

3）その他 
プロジェクト事務所、ラボ、車両等の配置がなされた。 

 

  （2）ウルグアイでのプロジェクトの達成度 
1）ウルグアイの活動の進捗 

PDM Ver.2に基づくウルグアイのプロジェクト活動の評価の概要は次のとおりである。 
 

活動項目 達成度 

1.1．共和国大学獣医学部の若手教員に
家畜疾病診断のトレーニングコースを

行う。 

・JCCの計画に従い研修が実施された。 

1.2．共和国大学獣医学部の若手教員に
域内のラボにおけるOJTを行う。 

・延べ13人のアルゼンチン人専門家が派遣され、診断
技術に係るOJTが実施された。 

1.3．研究を実施する。 ・2編の査読付論文、3編の研究報告書、2編の調査報
告書がまとめられた。 

2.1．共和国大学獣医学部においてラボ
の獣医向けの診断コースを行う。 

・ラボ技術理論コースを実施し、50人が参加した。 

2.2．共和国大学獣医学部においてラボ
の獣医にOJTを行う。 

・獣医学会分科会においてラボ技術実習コースを実施

し、20人が参加した。 



 

－19－ 

 
活動項目 達成度 

3.1．共和国大学獣医学部において現場
の獣医に対して家畜疾病診断のコース

を行う。 

・現場の獣医師を対象とする研修コースは実施されな

かったが、獣医学部及び試験場にて実施された研修

に、予定されていた現場獣医師数の80％が参加した。 

3.2．疾病診断に関する活動のための指
導マニュアルを発展させる。 

・3つの診断技術（ELISA、PCR、間接蛍光抗体法）に
関するマニュアルを作成しその普及に努めた。 

4.1．必要に基づくラボの機材の設置,
消耗品の設置、建物の改修計画をつく

る。 

・獣医学部の移転に向けた政府承認が行われ、予算措

置を待っている。 

4.2．ラボの建物の改修をする。 ・予算的な制約、及び学部の移転計画により、国際基

準に沿ってのラボ整備は実施されなかった。 

4.3.プロジェクトのテーマに関係する
ラボの機材、消耗品を設置する。 

・安全キャビネットクラスⅡ及びPCR、ELISA、細胞
培養に係る機材類が設置され、診断及び研究に活用さ

れている。 

 

2）ウルグアイで期待される成果の達成度 
PDM Ver.2に基づくウルグアイの成果の評価は次のとおりである。 
 

成果の項目 達成度 

1．共和国大学獣医学部の教員の能力が向
上する。 

・共和国大学の延べ18人の若手教員がラ・プラタ大
学で研修を受けた。 

2．ラボの獣医の能力が向上する。 ・DILAVEの研究員1人がラ・プラタ大学で研修を受
けた. 

・高病原性鳥インフルエンザ及びラボ診断技術に係

るセミナーを実施し、農業省、獣医学部、農業研究

所、民間ラボから約130人が参加した。 

3．現場の獣医の能力が向上する。 ・現場の獣医師を対象とする研修コースは実施され

なかったが、獣医学部及び試験場にて実施された研

修に、予定されていた現場獣医師数の80％が参加し
た。 

4．共和国大獣医学部の診断と研究の環境
が改善する。 

・予算的な制約、及び学部の移転計画により、国際

基準に沿ってのラボ整備は実施されなかった。 
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3）ウルグアイのプロジェクト目標の評価 
 

目標の項目 達成度 

広域目標 
プロジェクトが扱う疾病についての情報
がつくられる。 

1．3つの診断技術（ELISA、PCR、間接蛍光抗体法）
に関するマニュアルが作成された。 
2．2編の査読付論文、3編の研究報告書、2編の調査
報告書がまとめられた。 

国目標 
ウルグアイの家畜疾病診断能力が向上す
る。 

1．共和国大獣医学部において以下の9疾病が新たに
診断できるようになった。 
IBR、BVD/MD、キャンピロバクター症、トリコモ
ナス症、ネオスポラ症、クラミジア症、マイコプラ
ズマ症、Orthobacterium rhinotracheale感染症、鶏ニ
ューモウイルス症 
2．次の診断技術が新たに実施可能になった。 
ELISＡ、PCR、間接蛍光抗体法 

 

 ２－２－６ 広域の実績 

  （1）広域でのプロジェクトの達成度 
1）広域活動の進捗 

PDM Ver.2に基づく広域活動の評価の概要は次のとおりである。 
 

活動項目 達成度 

1-1．広域調整システムためのJCCを組織
する。 

・JCCが組織されており、2006年5月に初回の運営委
員会及びJCCをもった。 

1-2．年1回定期的なJCC会議を域内で開
催する。 

・定期的に開催されており、上記初回のあとは次の
とおり開催された。 
第2回：2007年5月、第3回：2008年7月、第4回：2009
年3月、第5回：2009年5月（運営委員会のみ） 

2．各国の活動を実施する（各国のPDM
の活動を参照）。 

各国の評価表を参照。 

3-1．広域研究計画を作成する。 ・必要な研究内容を検討のうえ、研究計画が作成さ
れ、JCCにより承認された。 
・長期専門家による調査研究デザインセミナーが実
施された。 
ボリビア：2006年6月、パラグアイ：2008年4月、ウ
ルグアイ：2008年3、8月 

3-2．各国コーディネータが広域研究に参
加する者を選ぶ。 

・参加者が選任された。 
アルゼンチン：25グループ（56人） 
ボリビア：5グループ（24人） 
パラグアイ：7グループ（31人） 
ウルグアイ：9グループ（38人） 
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活動項目 達成度 

3-3．当該分野の調査研究を行い、研究レ
ポートを作成する。 

・調査研究数：26本 
・調査研究内容： 
アルゼンチン：鶏呼吸器病有病率等（17本） 
ボリビア：狂犬病抗体保有率調査等（4本） 
パラグアイ：鶏呼吸器病の全国リスク・マッピング
等（3本） 
ウルグアイ：反芻獣の流産関与病原体の有病率調査
等（2本） 

4-1．2008年末までに4獣医学部間で、プ
ロジェクトで作成した情報の発信につい
てのクライテリアに関する規則をつく
る。 

・2009年3月の運営委員会の一議事として検討会が
開催され、規則が作成された。 

4-2．2009年初めから承認されたすべての
レポートを獣医師及び生産者向けに著者
によりスペイン語によって加工する。 

・26編の論文が承認され、そのうち7編が獣医師及
び生産者向けに加工された。 

4-3．2009年初めから加工された情報をプ
ロジェクトのウェブサイトまたはニュー
スレターに配信する。 

・これまでに7編の加工された論文がウェブサイト
で配信された。 
・2本のニュースレターが配信された。 

4-4．2009年初めから加工された情報を専
門家によるセミナーや印刷物によって広
報する。 

・15回のセミナーで加工された情報が広報された。 
・7月に開催されるシンポジウムおいて26編の査読
付論文を加工して、スペイン語印刷物として配布す
る予定である。 

 

2）広域プロジェクトの成果の達成度 
PDM Ver.2に基づく広域の成果の評価は次のとおりである。 
 

成果の項目 達成度 

1．広域調整システムがつくられる。 ・定期的に関係者による運営委員会及びJCCが開催
されている。 

2．プロジェクトのテーマに関するレポー
トが作成される。 

・各国ニーズに沿った研究をデザインし、その成果

レポートが作成されてきている。 

3．広域研究グループがつくられる。 ・26の研究グループが形成され、すべてのグループ
がそれぞれの研究を実施終了した。 

・26編の査読付論文が出版された。 

4．現場獣医や生産者が利用可能な情報が
普及している。 

・公刊された英論文を加工し、配信されている。 

・セミナーでの引用、紹介は積極的に行っている。 
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3）広域プロジェクト目標の評価 
 

目標の項目 達成度 

域内獣医の業務においてプロジェクトに

よってつくられた情報が活用される。 

・プロジェクトウェブサイトへのアクセス件数が下

記のとおり上昇している。 

1万371（2006.5～-2007.4）、1万1,795（2007.5～
2008.4）、1万4,560（2008.5～2009.4）、1万7,806
（2009.5～2010.4） 
・メーリングリスト登録者数の伸びからすれば、活

用者の増加が考えられる。 

47人（2006.5～2007.4）、62人（2007.5～2008.4） 
89人（2008.5～2009.4）、108人（2009.5～2010.4） 

 

２－３ 課題別分析 

 ２－３－１ 家畜疾病診断技術 

  （1）アルゼンチンにおける診断・疫学技術の向上 
20年近くラ・プラタ大学獣医学部において実施されてきた家畜衛生・疾病診断技術改善

に係る協力の成果により、当獣医学部には診断技術の基礎が根づいており、多数の教員が

新しい技術を取り入れた研究活動を実施している。当プロジェクトを通しては、機材供与

と平行する形で短期専門家によりPCR、リアルタイムPCRといった最新の診断技術が移転さ
れ、学部内において既にスタンダードな診断方法として若手教官にも浸透しており、周辺3
カ国の人材を育成するための基盤は十分に醸成されたと評価できる。 

疫学技術については、これまでも獣医疫学がカリキュラムの1つとして含まれていたが、
長期専門家の指導の下、新しいソフトを導入し、教科書をバージョンアップするなどの改

善が実施された。空間情報解析といった応用疫学の技術も移転され、教育内容が大幅に充

実した。また、新たに「獣医学における生物統計学マニュアル」を編纂し、地域における

生物統計学の標準テキストとして期待されている。大学内における獣医疫学の研修は、獣

医学部教官に対する再教育コースとして認可されるなど、さまざまな成果を上げている。

2009年末にはイベロアメリカ獣医予防疫学会が発足され、その情報ネットワーク運営管理
をエルサルバドルの国際農牧衛生地域機関（OIRSA）とラ・プラタ大学が行うことになっ
た。現在、疫学研究室が中心となってプロジェクトの情報発信を担っているホームページ

も、その情報ネットワーク内へ発展的に融合されていく予定である。 

 

  （2）ボリビアにおける診断・疫学技術の向上 
ガブリエル・レネ・モレノ大学はプロジェクト開始前まで研究のためのラボをもってい

なかった。しかし、プロジェクトによる機材の供与を受け、既存施設を改修・改善し、プ

ロジェクトの名前を冠したPROVETSURラボを創設した。研究員も新たに7人雇用し、彼ら
を含む延べ19人の若手教員がラ・プラタ大学で研修を受け、HA、HI、ELISA、リアルタイ
ムPCR、平板凝集試験、AGIDなどの診断技術を習得した。その結果現在では、狂犬病、ニ
ューカッスル病、牛ブルセラ病、馬伝染性貧血、牛白血病などの診断が可能となった。特
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に狂犬病については市当局や国の機関であるLIDIVETと連携してコントロールに尽力し、人
における感染者の数が減少したことは特筆に値する。これらの調査・研究結果は、既に5編
の査読付論文にまとめられており、更に2編を作成中である。 
加えてSENACSAより2人の第三国専門家の派遣を得て、ブルセラ病診断液の生産技術を

習得し、3種類の診断液を製造できるようになったことはもうひとつの大きな成果といえる。 
 

  （3）パラグアイにおける診断・疫学技術の向上 
パラグアイにおいては国の課題として、ガンボロ病、マイコプラズマ症、鶏伝染性気管

支炎、ブタと鶏のサルモネラ症などの家禽病を中心に取り上げている。21人の若手教員が
ラ・プラタ大学で研修を受け、ELISA、PCR、免疫磁気ビーズ法、病理解剖、免疫組織染色
法、細菌分離・同定法など幅広く診断技術を学んでおり、上述した課題疾病についての診

断が可能となった。プロジェクト開始以前、家禽病については解剖所見から診断をくだし

ていたという状況にあったことから、機材供与によってラボが整備されたことと相まって、

この分野における診断技術が大幅に向上したといえる。実際、外部からの診断依頼が大幅

に増えており、プロジェクト成果が目に見える形で発現してきている。特にブタと鶏のサ

ルモネラ症については国の機関であるSENACSAと連携してブタについての疫学調査も実
施しており、ブタが数多くのサルモネラ菌セロタイプの感染巣となっていることを明らか

にしている。これらの調査・研究結果は、既に3編の査読付論文にまとめられている。 
 

  （4）ウルグアイにおける診断・疫学技術の向上 
共和国大学18人の若手教員がラ・プラタ大学で研修を受け、ELISA、PCR、間接蛍光抗体

法などの診断技術を習得した結果、牛やヒツジに流産を引き起こす感染症（牛伝染性鼻気

管炎、牛ウイルス性下痢粘膜病、キャンピロバクター症、トリコモナス症、ネオスポラ症）

や家禽病（クラミジア症、マイコプラズマ症、Orthobacterium rhinotracheale感染症、鶏ニュ
ーモウイルス症、ガンボロ病）についての診断が可能となった。前者についてはヒツジを

対象とした血清学的調査や牛凍結保存精液における感染率調査を実施しており、後者に関

しても鶏群における血清学的モニタリング調査を実施し、それぞれ査読付論文にまとめら

れている。また家禽病診断に関しては、生産者組合などと診断サービスの提供に関する協

定を結ぶといったプロジェクト成果の発現がみられる。 

 

 ２－３－２ 研修・普及システム 

  （1）アルゼンチンにおける研修・普及システム 
アルゼンチンは大学における卒後教育に力を入れており、ラ・プラタ大学獣医学部にお

いても若手教員の診断技術向上や疫学情報の再教育に努めている。そのような国内におけ

る流れを受ける形で、ボリビアから20人、パラグアイから22人、ウルグアイから18人の若
手教員等を研修員として受け入れ、座学と実習からなるグループ研修と技術に焦点をあて

た個別研修を実施している。また、5年間に延べ42人（診断33人、疫学9人）の教員を周辺3
カ国へ第三国専門家として派遣し、OJTを中心とした技術移転を行っている。 
ラ・プラタ大学内においては人材育成プログラムの一環として、獣医疫学入門、調査研

究デザイン、ガンボロ病、牛白血病、牛の繁殖障害、新型インフルエンザ、産褥期子宮内
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膜炎等のセミナーを大学教員と学生に対して実施した。また関係機関や現場獣医師、生産

者を対象としては、高病原性鳥インフルエンザ、ハンタウイルス肺症候群、人獣共通感染

症、牛の繁殖障害、獣医疫学入門等のセミナーを実施してプロジェクト成果の普及と獣医

師に対する卒後教育に努めている。 

 

  （2）ボリビアにおける研修・普及システム 
診断で8人、疫学で4人の第三国専門家がラ・プラタ大学から派遣され、新たに雇用され

た7人の診断ラボスタッフを中心としたガブリエル・レネ・モレノ大学若手教員等に、当該
分野のOJTを実施して技術の定着を図っている。また学内において疫学入門、狂犬病、野外
調査手法、牛白血病、PCR診断、疫学特論等のセミナーを大学教員と学生を対象に実施した。
関係機関や現場獣医師、生産者に対しては、狂犬病予防対策・時空間解析、高病原性鳥イ

ンフルエンザ、鶏病疫学、獣医疫学、ブタの生産・衛生等のセミナーを実施してプロジェ

クト成果の普及と獣医師に対する卒後教育に努めている。LIDIVETからはスタッフ1人が
ラ・プラタ大学での研修に参加している。 

 

  （3）パラグアイにおける研修・普及システム 
「若い教員を増やす」という大学の方針と、「若いスタッフを教育する」というプロジェ

クトの方針が合致し、タイミング良く効率的に大学の新しいスタッフに対してトレーニン

グを受けさせることができた。ラ・プラタ大学で研修を受けた22人のうち、6人がプロジェ
クト協力分野の研究員として雇用されている。 

診断で11人、疫学で2人の第三国専門家がラ・プラタ大学から派遣され、アスンシオン大
学若手教員等に当該分野のOJTを実施して技術の定着を図っている。 
また学内において疾病予防対策、鶏病各論、調査研究デザイン、サルモネラ症、獣医疫

学入門等のセミナーを大学教員と学生を対象に実施した。後者2つのセミナーに関しては、
国の家畜衛生責任機関であるSENACSAのスタッフも招き、プロジェクト成果の普及と獣医
師に対する卒後教育に努めている。SENACSAからはスタッフ1人がラ・プラタ大学での研
修に参加している。 

 

  （4）ウルグアイにおける研修・普及システム 
署名が遅れたことによりプロジェクトへの参加が遅れ、成果の発現が他参加国に比べて

思わしくなかったが、若手研究員3人を新たに雇用してプロジェクト活動を活発化させたこ
とにより、予定された成果はほぼ達成されている。 

診断で13人、疫学で2人の第三国専門家がラ・プラタ大学から派遣され、共和国大学若手
教員等に当該分野のOJTを実施して技術の定着を図っている。また学内において実地疫学入
門、調査研究デザイン、人獣共通感染症、高病原性鳥インフルエンザ、獣医疫学入門、ラ

ボ診断技術等のセミナーを大学教員と学生を対象に実施した。後者3つのセミナーに関して
は、国の家畜衛生責任機関であるDILAVEの研究員等も招き、プロジェクト成果の普及と獣
医師に対する卒後教育を実施した。加えて、3つの診断技術（ELISA、PCR、間接蛍光抗体
法）に関するマニュアルを作成しその普及にも努めている。ラ・プラタ大学での研修後、

DILAVEに転職した教員が1人いる。 
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２－４ プロジェクトの実施プロセス（実施プロセスの課題の抽出、評価） 

 ２－４－１ 日本人専門家の役割 

当プロジェクトは2005年8月1日に開始されたが、日本人長期専門家が赴任したのは2006年1月
であった。その期間、アルゼンチン側プロジェクト・コーディネータとJICAアルゼンチン事務
所担当者が中心となってプロジェクトの運営を担った。ラ・プラタ大学獣医学部がJICAのプロ
ジェクトに慣れていたとはいえ、運営そのものを任されるのは初めてのことであり、また事務

所担当者にしても当プロジェクト以外に多くの仕事を抱え多忙であったため、プロジェクトの

運営はスムーズに運ばなかった。プロジェクト当初にみられた参加各国間における不信感も、

マイナスに働いたといえる。 

しかし長期専門家の赴任以来、そういった疑心暗鬼が払拭されて4カ国間の関係も改善され、
チームワークが取れるようになってきたということを、各国における聞き取り調査で確認した。

つまり、もともと連携する機会の少なかった4カ国を結ぶ広域プロジェクトを実施するためには、
触媒となるべき存在が必要であったということであり、当プロジェクトにおいては日本人長期

専門家がその役を担ったといえる。このような参加4カ国にとって初めての枠組みとなる広域-
南々協力という取り組みを、日本人長期専門家が不在のままスタートさせるという決断には大

きな無理があったと考えられる。 

 

 ２－４－２ プロジェクトに対するコミットメント 

広域プロジェクトにおいては、参加各国が一構成員であるとの認識の下、活動の計画、準備、

実施の各段階において遅延のない共同歩調を意識した対応が強く望まれる。また、関係者、関

係国間のスムーズな調整は、プロジェクト全体の進捗を左右する重要な要素であり、各国での

事務手続きや連絡調整を行う人材については、活動が滞ることのないように適切な人数を適切

な期間配置することが不可欠である。 

当プロジェクトにおいては、当初各国は相互の信頼感に欠け、足並みの乱れから共同歩調が

取れず、POが作成されなかった。JCCが組織されたのも、長期専門家赴任後の2006年5月である。
しかし各国にはプロジェクト・コーディネータとして適切な人材が配置されていたことにより、

長期専門家の赴任を機に関係者間の調整がスムーズに行われるようになった。また活動が進む

につれ、機材の納入や施設の整備、研修の実施、論文の掲載など、具体的な成果が目に見える

ような形で現れてくると、「自分たちのプロジェクトである」という意識が強まり、特にプロジ

ェクトの後半には積極的にプロジェクト活動を進めるようになってきた。各国とも新たに若手

教員を補充し、プロジェクト活動にあたらせている。人材が育ちモチベーションが芽生えてき

ているので、今後各国に期待されるのは、こういった活動を継続させていくための予算確保で

あろう。 

 

 ２－４－３ 関係者間のコミュニケーション 

これまで、家畜衛生・獣医分野においてメルコスール加盟国間における連携は希薄であり、

各国はお互いに不信感を抱いていたという。ウルグアイの署名が遅れ、活動開始がほか3カ国に
比べて1年遅れた原因も、そういった不信感にあることは否めない。そのような国々が介在者を
伴わずにプロジェクトを開始したのであるから、プロジェクトの運営が滞ったのも当然の成り

行きといえる。そういった状況下に長期専門家が赴任し仲介者となることで、各国間に立ちは
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だかっていた壁に風穴があき、4カ国間の連携は改善へと動き出した。また、研修員受入れや第
三国専門家派遣などといったアルゼンチン側のプロジェクトに対する関与が深まって成果が発

現してくると、おのずと各国の関心が高まり人間関係が深まった。プロジェクト活動が進むに

つれて関係者間のコミュニケーションが深まり、仲間意識が芽生えてきたと推察される。 

活動のモニタリングについても、プロジェクト後半は四半期ごとに各国がAPOに沿った進捗
状況をプロジェクト事務所に報告している。プロジェクト事務所とラ・プラタ大学獣医学部は、

その報告内容を汲み上げる形で次のPOを組み立てており、そのようなプロジェクト運営が中間
評価以降の大きな成果につながったと考えられる。 

 

 ２－４－４ 獣医師に対するモニタリング 

本プロジェクトはターゲット・グループを域内獣医師に設定しており、プロジェクトの成果

を彼らに活用してもらうことが上位目標となっている。それゆえ獣医師の現状や要望、卒後研

修などの効果を定期的にモニタリングして把握し、その結果を将来的な研修内容や調査・研究

に反映させていくことが重要である。 
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第３章 評価結果 
 

３－１ 評価５項目による評価結果 

 プロジェクトの達成度の調査結果を受け、プロジェクトを評価5項目（判断基準）に沿って評価
した。なお各評価項目の視点は以下のとおりである。 

 

（1）妥当性 
 プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）がターゲット・グルー

プのニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、当該国及び日本側の政策

との整合性はあるか、公的資金であるODAで実施する必要性があるのかといった「援助プロ
ジェクトの正当性・必要性」を問うとともに、プロジェクトの戦略・アプローチは適切かと

問う視点。 

（2）有効性 
 プロジェクトの実施により、ターゲット・グループもしくは社会への便益がもたらされて

いるか（あるいはもたらされるのか）、具体的にはプロジェクト目標の達成度、その達成は成

果がもたらしたものか、を問う視点。 

（3）効率性 
 投入の質、量、タイミングの観点から、投入が活用され、成果が達成されているかを問う

視点。 

（4）インパクト 
 プロジェクトの実施によりもたらされる、より長期的、間接的な効果や波及効果を見る視

点。予期していなかった正・負の効果・影響を含む。 

（5）自立発展性 
 援助が終了してもプロジェクトで発現した効果が持続するのか（あるいは持続の見込みは

あるのか）を問う視点。 

 

 ３－１－１ 妥当性 

 （評価） 

妥当性はおおむね高いと考えられる。 

 

 （判断根拠） 

  （1）日 本 
わが国は、アルゼンチンに対する協力の重点分野として、これまで実施してきた国際協

力を生かした南々協力の推進を掲げるとともに、地域が抱える共通の課題を地域全体の開

発ニーズとして広域協力を効果的に実施するとの方針をもっている。長年にわたり日本が

技術協力を続けてきたラ・プラタ大学獣医学部を中心とした本プロジェクトは、その方針

と合致し、極めて妥当性が高いといえる。また、ボリビアやパラグアイにおいては、貧困

対策が援助の重点課題として掲げられている。家畜衛生にかかわる人材を育成することは、

当該分野の進展に寄与し、衛生管理の改善等が図られることから、畜産が大きな収入源と

なっている貧困層に裨益すると考えられる。加えて、当プロジェクトの活動を通し、狂犬
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病などの人獣共通感染症に係る疾病対策にも力を入れており、人間の安全保障にも貢献し

ている。 

 

  （2）アルゼンチン 
アルゼンチン政府（文部省）は、大学の国際化を推進する政策をとっており、ラ・プラ

タ大学獣医学部を核とした広域協力の推進には意欲的である。ラ・プラタ大学はラテンア

メリカの獣医学部のなかで最も質の高い教育を提供することをめざしており、広域に学生

を受け入れることを推進する方針をとっている。また、アルゼンチン政府の家畜衛生関連

分野における責任機関（SENASA）とはスタッフのトレーニングに関する協定を結んでおり、
SENASAスタッフの教育を一手に引き受けている。もともと当該機関のスタッフには当獣医
学部出身者が多いために、関係は良好かつ密であり、国としての家畜衛生改善に大きく貢

献している。 

 

  （3）ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ 
各大学獣医学部は域内獣医師や家畜生産者に適切な診断情報を提供するための広域活動

の重要性を認識している。また、各国では大学が現場獣医師を含む卒業した獣医師に対す

る再教育、情報提供を行う種々の研修コースが実施されている。当プロジェクトの活動を

通して移転された診断技術や研究成果、調査結果などが、これら研修コースに反映されて

きており、プロジェクト・サイト以外の獣医師にも裨益し、科学的な診断手法が取り入れ

られるようになってきた。 

 

  （4）政策上の優先度 
家畜疾病は家畜生産に甚大な被害を与えるというばかりでなく、家畜から人へ伝播する

人獣共通感染症という人の健康にも重大な影響を及ぼす可能性がある疾病もある。このた

め、OIE/FAOは国境を越えた家畜疾病対策への取り組みを重要と位置づけており、そうし
た取り組みにこのプロジェクトは整合している。 

 

  （5）地域としての行動計画 
現在、当該地域においては、獣医学部間における単位の互換制度を構築する取り組みが

進められている。当プロジェクトによる活動を通し、各大学においては、施設の整備が進

み、技術レベルが向上し、研究成果が上がってきたことにより、いずれの大学も単位互換

制度の取り組みに参加できるまでに発展してきており、本プロジェクトの妥当性は大きい

と推定される。 

 

 ３－１－２ 有効性 

 （評 価） 

   有効性は高い。 

 

 （判断根拠） 

各国ともにプロジェクト目標はおおむね達成されており、中間レビューの提言等を踏まえ
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た結果、計画、実施、モニタリングなど共同実施体制及び各国におけるプロジェクト運営が

有効に機能したためと推察される。現場の獣医師に対する診断技術の普及について、活動が

若干弱い傾向がみられたが、プロジェクト関係者のインセンティブやモチべーションはどの

国においても非常に高まってきており、今後ともプロジェクトの成果を効果的に普及してい

くものと期待される。プロジェクトにありがちなC/Pの交代や人材流出など、外部条件に係る
問題もほとんど見受けられず、その意味においても有効性が高いと判断される。 

当プロジェクトにおいては、研修員の約60％、第三国専門家の約35％が女性であること、
また、各国プロジェクト・コーディネータにも女性が1人含まれていることから、ジェンダー
に対する配慮がうかがえた。また、各国はプロジェクト活動のさまざまな機会におのおのの

成果を認識することで刺激を受け、互いに切磋琢磨してプロジェクト活動に励んだことがよ

り大きな成果につながっている。これは広域という枠組みが、プロジェクト目標達成に対し

て効果的に働いた結果と考えられる。 

 

 ３－１－３ 効率性 

 （評 価） 

効率性は国によりばらつきがみられる。 

 

 （判断根拠） 

日本側の投入はおおむね計画どおり実施されている。投入の活用状況もおおむね良好であ

る。 

当初、各国で共通の課題についての研究を進めようとしたため、なかなか話がまとまらず

に決定が遅れてしまった。その後、各国はそれぞれ異なる問題を抱えていることから別々の

テーマを選ぶという方針に変更され、各国ごとに研究のテーマが決められた。 

機材の投入の質・量・タイミングについて、ボリビア及びウルグアイにおいては、一部機

材の引き取りが遅れたため、第三国専門家の活動に不都合が生じたことが確認された。また、

パラグアイにおいては、指定した仕様の機材が納入されず、同様に第三国専門家の活動に不

都合が生じた。 

アルゼンチン側のC/Pの投入については、質・量・タイミングとも特に問題はない。 
ボリビア側のC/Pの投入は、ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部において、ラ・プラタ

大学での研修や第三国専門家によるOJTを通して診断技術を習得した若手スタッフが、診断ラ
ボの職員として採用されている。また、アスンシオン大学獣医学部においても同様に職員が

採用されている。 

ウルグアイは他国よりもおよそ1年開始が遅れたものの、パラグアイ及びボリビアと同様に
プロジェクトの活動を担う若手教員を数名増員しており、プロジェクト後半は活発に活動を

推進して、中間評価時には遅れていると指摘を受けていた成果をほぼ達成することができた。 

 

 ３－１－４ インパクト 

 （評 価） 

マイナスのインパクトは特に生じていない。プラスのインパクトは上位目標の達成の可能

性が期待できる。 
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 （判断根拠） 

プロジェクトが掲げる上位目標である、「南米南部地域の獣医の家畜疾病診断についての卒

後継続研鑽が推進される」は、今後プロジェクトが家畜疾病診断分野の情報を発信すること

による波及効果として実現されることが期待できる。これまでもプロジェクト・ウェブサイ

トへのアクセス件数や、メーリングリストへの登録数は、年々上昇しており、そういった数

字から判断しても当該地域の獣医師が、プロジェクトによる成果を活用している現状がうか

がい知れる。 

技術的なインパクトとしては、診断能力の向上と、研究成果の報告書作成能力の向上が挙

げられる。各大学ともに若手教員の診断能力、特に分子診断能力が大幅に向上しており、供

与された機材を活用して活発に疾病診断や調査に取り組んでいる。そして、その結果を論文

にまとめて発表しており、このプロジェクトを通して計26編の査読付論文が発表されている
ことは大きな成果といえる。 

また当プロジェクトによるプラスのインパクトとして最も評価されるのは、各大学スタッ

フ間に強い絆が生まれたことであり、特にラ・プラタ大学とほか3カ国間における関係が深ま
ったことである。以前のような大学間の関係ではなく、スタッフ個人個人の顔がみえる関係

が生まれており、このような利害関係を超えたところにある関係は今後とも長く続くことが

推察される。本プロジェクトで培われた関係が、各大学の診断・研究能力の向上だけにとど

まらず、今後、域内の家畜衛生分野の進展に大きく貢献することが期待される。 

このプロジェクトが始まるまで、獣医分野における「メルコスール」という枠組みは競争

の場であったという。しかしそれは「日本」という架け橋を得て助け合う協力の場へと変化

した、という話を、5月20日のJCCで聞くことができた。このプロジェクトが彼らにとってい
かに大きな意味をもつものであったか、という関係者の思いをこの言葉が表していると考え

る。 

 

 ３－１－５ 自立発展性 

 （評 価） 

引き続き、自立発展性に配慮した取り組みが重要である。 

 

 （判断根拠） 

  （1）技術面 
過去の協力の経験から、関係国において技術面の自立発展性は十分に期待できる。プロ

ジェクトを通して移転された診断技術は、ある特定の疾病ばかりでなく他の疾病にも応用

できるものであるから、そういった部分においての情報交換を各国間で行い、地域全体と

してのレベル向上につなげていくことが望まれる。 

 

  （2）財政面 
財政面も国によって差があるが、特にボリビア及びパラグアイにおいては、プロジェク

トで投入された機材のスペアパーツや検査に係る消耗品の調達を国内で行うことが難しい。

また、ウルグアイも含め、それらの調達のための予算措置について、今後、適切な対応を

考える必要がある。 
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  （3）組織面 
大学を対象とした協力であるため、政治状況の変動による影響を受けにくく、組織とし

ての継続性が十分に期待できる。 

 

３－２ 結 論 

評価チームは、評価調査の結果、当初種々の問題があったものの、中間レビュー以降は順調に

実施されたことにより、多くの成果が発現していることが確認できた。評価5項目に関し、妥当性
はおおむね高いと判断でき、また、有効性も高いと判断される。効率性に関しては、プロジェク

ト開始当初に足並みの乱れが生じ、国ごとに差が出る要因となった。一部、プロジェクトの運営

において支障を生じさせる懸念があったものの、結果的に大きな不都合は生じなかった。インパ

クトに関連し、現時点でマイナスの影響が見いだせない。自立発展性に関しては、関係各国によ

る更なる努力が必要である。同じ地域、同じ家畜衛生分野、同じ大学という機関でありながら、

交流が非常に乏しかった4カ国の大学が、当プロジェクトを通して非常に深い信頼関係を築きあげ
ることができたことは、プロジェクト関係者の間で広く共有されている。このような関係は努力

によって保つことができるものであり、容易に消えてしまうものではない。しかしながら、プロ

ジェクトによって培った技術を活用し、研究を続け、成果を普及していくためには、各国関係機

関とのネットワークの構築や実務面での強化もより意識すべきと考える。終了時評価調査を通じ

て得られたこれら評価結果に基づき、プロジェクト終了後の発展に向けて幾つかの課題が抽出さ

れた。そこで、評価チームは、これらに関する改善への提言を行うとともに、今後の類似プロジ

ェクトの実施にあたっての教訓を示すこととする。 
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第４章 提言と教訓 
 

４－１ 提 言 

 これまでの評価の結果に基づき、評価チームは、次の事項に対処することをプロジェクトチー

ムに対して提言する。 

 

 （1）プロジェクトの今後 
本プロジェクトについては、2005年8月の開始から2010年7月までの5年間の予定で実施され

てきた。今回の終了時評価調査において、広域及び各国の活動を通じてプロジェクト目標が

おおむね達成されていることが確認されたことから、計画どおり2010年7月をもって本プロジ
ェクトは終了する。本プロジェクトを通じて培われた診断技術や疫学技術、各大学との協同

体制等のプロジェクトの成果については、各大学の自助努力により維持、発展されるよう今

後とも積極的に取り組まれることが望まれる。 

本プロジェクトにおいて培われた診断技術等の拡大強化のために更に支援が必要な場合に

は、JICA事務所と相談のうえ、既存のスキームを活用した協力を検討されることが望ましい。 
 

 （2）自立発展性についての認識向上 
プロジェクト活動は、プロジェクト実施機関だけのために行われているのではなく、プロ

ジェクト終了後の自立発展的な活動継続のために行われるものであることを、関係者は強く

認識すべきである。各国は活動継続に必要な資金源の確保を図ることもさることながら、診

断技術及び疫学技術の自立発展的な向上並びに精度の高いより確実な情報発信を図るため、

各国間の診断法の統一化・標準化に向けた取り組みを継続的に実施すべきであり、また統一

化・標準化された対象疾病数を増加するよう努めることが望まれる。 

  

 （3）卒後継続研鑽機会の制度化 
獣医師は社会の要請に応えるために常に研鑽することが求められる。大学学部における獣

医学教育には限界があることから、本プロジェクトで取り組まれた活動を参考に、現場の獣

医師のニーズに基づいた卒後継続研鑽を制度化することにより、地域獣医療水準が向上され

ることが望ましい。さらに、各国間で調整した卒後継続研鑽を制度化することにより、地域

共通の課題について質の高い研修が実施されることが期待される。 

 

 （4）行政機関との適切な連携に関する検討 
本プロジェクトで行われる活動は、最終的には生産現場における家畜衛生分野のニーズに

適切に応えるためのものであり、それゆえ、関係する獣医師の診断に関する能力向上を1つの
重要な成果としている。その目的を適切かつ効率的に達成していくためには、各国政府関係

機関や獣医関係団体との良好な関係が必要不可欠であるため、プロジェクト活動を通して生

まれた関係を礎にして、今後強固なネットワークへと発展させていくべきである。 

  

 （5）診断技術及び疫学技術の能力向上の継続 
本プロジェクトでは、大学の若手教員に技術研修を施して能力を向上するという活動はニ
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ーズに適合し、成果を上げた。特に受益対象3カ国においては獣医学教育が充実しているとは
言い難い。大学教員の能力向上は学部学生の教育レベルの改善、現場獣医師への研修提供の

前提条件である。本プロジェクトで、ラ・プラタ大学の獣医疫学の若い教員により「獣医学

における生物統計学マニュアル」が作成されるなど各大学教員の診断技術等の能力向上が図

られてきた。今後とも、調査研究分野で切磋琢磨することにより、診断技術及び疫学技術の

能力向上に努めることが望まれる。 

 

 （6）消耗品の購入予算等の確保 
プロジェクト終了後、活動によって培われた診断や研究を継続していくためには、試薬や

プラスチック類など消耗品の購入や、設置された機材類の維持管理が必要不可欠である。そ

のため、各大学は、プロジェクト終了後に必要な予算を継続的に確保できるのか、また消耗

品等の購入ルートは確実に確保されているのか等を十分に検討し、適切に対応する必要があ

る。必要な予算を確保する方法として、検査料の徴収や診断液の販売などが考えられるが、

生産者組合など関係機関との連携も視野に入れ、各国に適した方法が検討されることが期待

される。 

なお、各大学は、インキュベーターや冷蔵庫、冷凍庫などの温度管理は、検査結果や試薬

類の品質に直接影響を及ぼす要因であることから、バックアップ体制を整備するなど早急な

対応が望まれる。 

 

 （7）プロジェクト・ウェブサイトの継続・発展 
2009年12月、「イベロアメリカ獣医予防疫学会」が発足した。この学会発足は本プロジェク

トのネットワークが下地になっている。当該学会には、本プロジェクトで獣医疫学に興味を

抱いた獣医師たちが多く参加しており、この分野の活動が活性化されることが期待される。

これを足掛かりに、本プロジェクトで構築された情報ネットワークがこの学会と歩調を合わ

せて発展できるよう、掲載内容の充実や域内の多くの獣医師に幅広く活用されるような積極

的な取り組みが継続されることが期待される。 

 

 （8）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の見直し 
現行のプロジェクト計画書であるPDM Ver.2は、プロジェクト中間評価の提言に従って改

訂されたものであるが、外部条件が記入されていない。今回の終了時評価では、PDM Ver.2
を用いて評価を実施した。その結果、プロジェクト活動を阻害する大きな外部条件は確認で

きなかったため、評価を実施するにあたり問題とはならなかった。 

しかしながら、今後プロジェクトを終了するまでの期間に、何らかの外部条件が起こり、

プロジェクト目標の達成に影響を及ぼす可能性が否定できないため、PDM Ver.2に外部条件
を新たに加えたPDM ver.3を作成することが推奨される。 

 

４－２ 教 訓 

これまでの評価の結果に基づき、評価チームは、今後の類似プロジェクトの実施にあたって、

次の事項を教訓として示す。 
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 （1）プロジェクトに対する共通認識の醸成 
広域協力の実施にあたっては、中核国（機関）の運営面でのオーナーシップ及び受益国（機

関）のモチベーションが不可欠である。プロジェクト関係者は、これらを基に共通課題及び

実施枠組みについてのコンセンサスをプロジェクト開始時点までに得ることが重要である。 

 

 （2）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）策定時の留意事項 
PDM Ver.2については中間評価時に大幅に改定されたが、アルゼンチン分のPDM Ver.2に

おいて、成果２の活動の記述が不十分であり、論理的に構成されていない。PDMを策定する
にあたっては、成果と活動が論理的に構成されるよう配慮すべきである。 
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第５章 総     括 
 

（1）広域の実施運営能力 
ラ・プラタ大学獣医学部は、わが国が1989年から取り組んだ「ラ・プラタ大学獣医学部研究

計画技術協力プロジェクト」によりその施設・資機材や人材を充実させた。この協力に携わっ

た関係者の数人が獣医学部長となり、更にラ・プラタ大学長、教育省長官を輩出するなど、そ

の人材的発展は学部を超えアルゼンチンの大学教育へ影響を及ぼしている。2010年4月まで、本
プロジェクト期間中に獣医学部長として努めたNosetto氏は、新任大学総長の体制下で「国際化
担当」部長に栄転し、「国際協力部」を立ち上げることを拝命している。これにみられるように

ラ・プラタ大学は、広域協力に携わってきた獣医学部の成功事例を大学全般の国際協力に生か

すことをねらっている。アルゼンチンの大学でこのような活動を行えるのはラ・プラタ大学以

外にはないという。 

本プロジェクトは、運営面においてラ・プラタ大学がイニシアティブを取ることを前提にし

ている。しかしながら、開始当初においては、広域への取り組みの支援国側のメリットのみが

強調され、被支援国側のメリットについては十分に理解がなされなかった。しかもラ・プラタ

大学や獣医学部の広域協力運営体制は覚束ないものであった。それらが元で、被支援国側であ

る3カ国3大学との円滑な連絡調整がとれず、効果的な実施運営ができなかった。これには立ち
上げ当初に日本人長期専門家が派遣されていないために適切な助言が得られなかったという影

響もあろう。その結果、広域枠組みを軽視し、各大学の研究者の興味だけによる活動が推進さ

れるということになった。 

これらの問題は、プロジェクト3年次の中間評価時において、活動を広域部分、各国部分とし
て整理・修正された。広域目標としてラ・プラタ大学に大きな責任を課すという方法をとり、

コア国の責任を明確にしたことはプロジェクト運営上推進に役立った。これ以後、関係国間の

意志疎通が改善され、プロジェクトの成果が見え始めた。もし実施期間が5年に満たなかったら、
本プロジェクトは成果を達成することなく関係者に不満だけが残ったであろう。 

 

（2）人材育成の方法（卒後継続研鑽） 
本案件の立案当初は、広域課題として越境性家畜疾病である口蹄疫への対策を共通課題とし

て取り上げることが検討された。しかし、その重要性はお互い認めるものの、過去に見られた

ように各国間の責任問題が高じて政治的紛争に発展する可能性を危惧した。そこで、域内諸国

間の家畜疾病に関する情報収集と発信を促進するため、本案件では現場獣医師の能力強化を通

じて地域全体に貢献するという考えで設計された。 

本案件では大学獣医学部が実施機関であるため、大学が現場獣医師の人材育成の体制強化に

深く関与することが想定されている。本プロジェクト期間中家畜疾病診断分野、疫学分野の情

報を発信し、当該地域の獣医師がこれらの成果を活用していることがうかがわれる。また、各

国では大学が現場獣医師に対する情報提供を行う種々の研修コースを実施しているとされるが、

彼らの再教育や目的別の高度研修をしているとは言い難い。 

「卒後継続研鑽」という用語の定義について、JICA側と実施国側でずれがあった可能性もあ
る。アルゼンチンの場合、大学は学術的な大学院レベルの教育向上に興味があり、現場獣医師

への技術研修は地域の獣医団体等が実施することになっているために大学は直接的な関与が難



 

－36－ 

しい。しかも、本プロジェクトにおいて受益対象となった3カ国においては獣医学教育が充実し
ているとは言い難い。これらの大学の若手教員に技術研修を施して能力を向上するという活動

は目前のニーズに適合し、各国ともに積極的に取り組んだ。大学教員の能力向上は学部学生の

教育レベルの改善、現場獣医師の研修提供（能力強化）の前提条件である。大学が行政機関の

業務である疾病対策に関与するには各国内において更なる連携と調整が必要となる。 

本プロジェクトでは疫学・統計学的手法も診断試験と合わせて重点を置いた。この手法は、

この地域の獣医師・研究者に先端技術の機器がなくとも研究論文が作成できるという希望を与

え、獣医学研究の新たな展開方法を示した。派遣専門家が、各国の若手教員に対しすべての研

究業務は報告されなければやらなかったことに等しいという考えを植えつけ、この分野の高い

知識と技術が各国の関係者の動機づけに貢献したと思われる。ボリビア ガブリエル・レネ・モ

レノ大学からは数本の報告が著名な研究雑誌に掲載されたことは画期的なことである。 

 

（3）広域実施のインパクトと留意点 
本案件における最大のインパクトは、このプロジェクトによりラ・プラタ大学を中心とした4

カ国4大学の獣医大学教員間の人的交流が促進され、信頼関係が構築されたことである。5年間
の本案件の実施により確立された関係国間の人間的つながりは貴重であり、4カ国4大学の枠を
超えて連携の発展の可能性を拓く経験であった。 

従来、この4カ国はスペイン語圏とはいえ、これらの大学間に実質的な交流は皆無であった。
約15年前、メルコスールが組織されたものの、実質的な連携や協力は存在しなかった。本案件
がこの地域初の広域的取り組みであり、これにより、彼ら自身の発案によるいくつかの計画に

弾みがつき、本プロジェクトが模範として示した活動はそちらに受け継がれて実行に移される

だろう。その1つが、メルコスール加盟の「7カ国の30大学による単位相互認証制度の協定」に
この4大学が参加したことである。この6～7月に各大学に査定の調査が入ることになっている。
ガブリエル・レネ・モレノ大学などもこのプロジェクトによりラボの拡充、機材の整備があっ

たためその査定を受けられるまでに至った。 

また、2009年12月に発足した「イベロアメリカ獣医予防疫学会」は本プロジェクトの情報ネ
ットワークが下地となっており、この地域の学会として発展する可能性を秘めている。本学会

のホームページの管理をラ・プラタ大学の疫学の若手教員たちが担当することになっており、

プロジェクトのネットワークが発展的に吸収されることもあり得るであろう。 

特筆すべきことの1つは、本プロジェクトにおいて、第三国専門家がラ・プラタ大学のみなら
ず、非支援国からも専門家を派遣できたことである。JICAがかつてパラグアイで取り組んだ家
畜繁殖改善のC/Pがブルセラ病診断抗原製造の第三国専門家としてボリビアに指導に派遣され
た例のように、過去に域内で育成されたリソースを共有でき、相互関係を強めることに貢献し

た。 

広域案件は、中南米地域への協力予算が削減される昨今、小額の投入コストで裨益地域を増

やせる、バイでは支援できない国の特定分野への協力が可能となるなど、今後も検討されるべ

きである。しかし、広域技術協力プロジェクトはバイによる個々の技術協力プロジェクトにお

いてと同様に各技術協力プロジェクト固有の問題に遭遇する。広域の経験はJICAにも十分な蓄
積がなく、本案件において明確なのはJICA（本部、事務所）、コア国、非支援国間でそれぞれの
思惑を同一化することが困難なことであり、とりわけ投入の面でコストを抑えられるという一
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般的想定とは裏腹に運営の調整に多大のコストと専門家の労力がかかることであった。また、1
国当たりの投入が小額なため、開始当初において各国での動機づけが高まり難いことであった。 
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１．終了時評価調査日程 
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３．合同評価報告書 

 ・合同評価報告書（和文、署名） 
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５．実 績 
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 ・JCCミニッツ 
 ・PDM Ver.3 
 ・広域上位目標の指標入手 
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終了時評価調査 日程実績 

日

数 
月日 

曜

日 

①団長/疫学 （要田） 

②家畜疾病防除技術/再教育システム

（小野） 

③計画調整 （荻窪） 

④評価分析 （柏崎） 宿泊地 

1 
2010 年 

4 月 25 日 
日   

18:05（発）成田→JL5002→15:35(着)ダラス 

19:35(発)ダラス→AA997→ 
（機中泊） 

2 26 日 月  

→7:55（着）ブエノスアイレス 

・JICA アルゼンチン事務所表敬 

・移動（ブエノスアイレス→ラ･プラタ） 

14:00～16:00 ラ･プラタ大学獣医学部長表敬

及び聞き取り調査 

ラ･プラタ 

3 27 日 火  
10:00～11:45, 14:00～15:30、15:30～16:30 

ラ･プラタ大学関係者からの聞き取り調査 
ラ･プラタ 

4 28 日 水  
10:00～11:30 ラ･プラタ大学関係者からの聞き

取り調査 
ラ･プラタ 

5 29 日 木  

・移動(ラ･プラタ→ブエノスアイレス) 

9:10(発)ブエノスアイレス→AR1362 

→11:15(着)サンタクルス 

15:30～18:00 ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医

学部長表敬及び聞き取り調査 

サンタクルス

6 30 日 金  

8:30～11:00 ガブリエル・レネ・モレノ大学関係

者からの聞き取り調査 

14:30～16:30 獣医学部付属家畜改良センタ

ー視察 

サンタクルス

7 5 月 1 日 土  
15:50（発）サンタクルス→PZ701 

→17:20（着）アスンシオン 
アスンシオン

8 2 日 日  ・現地調査資料、評価表(案)の整理 アスンシオン

9 3 日 月  

8:30～11:30 アスンシオン大学関係者からの

聞き取り調査 

午後 （資料整理） 

アスンシオン

10 4 日 火   

8:45～10:45 アスンシオン大学関係者からの

聞き取り調査及び学部長表敬 

11:00～12:00 SENACSA での聞き取り調査 

午後 （資料整理） 

アスンシオン

11 5 日 水   
13:20 (発)アスンシオン→PZ731 

→16:05(着)モンテビデオ 
モンテビデオ

12 6 日 木  

8:30～9:30 JICA ウルグアイ支所との協議 

10:00～11:45、14:00～15:40 共和国大学関係

者からの聞き取り調査 

モンテビデオ

13 7 日 金  

10:00～12:00 DILANE 関係者からの聞き取り

調査 

午後 （資料整理） 

モンテビデオ

14 8 日 土  
･4 カ国達成度グリッド（案）、評価グリッド（案）

の整理 
モンテビデオ

15 

(1) 
9 日 日 20:00（発）成田→JL016→ 

・ 現地調査資料、評価表(案)の整理 

・ プロジェクト合同終了時評価書(案)の整理 

 

モンテビデオ
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日

数 
月日 

曜

日 

①団長/疫学 （要田） 

②家畜疾病防除技術/再教育システム

（小野） 

③計画調整 （荻窪） 

④評価分析 （柏崎） 宿泊地 

→9:00（着）サンパウロ 

15:50（発）サンパウロ→JJ8398 

→18:30（着）モンテビデオ 

9:30～10:30 共和国大学関係者からの聞き取

り調査 

11:00～12:00 獣医研究所関係者からの聞き

取り調査 

16:00～16:30 共和国大学獣医学部長表敬 

モンテビデオ
16 

(2) 
10 日 月 

----(団員合流)---- 

20:30～00:00 団内打合せ（ウルグアイ評価表に係る団内意見の集約化） 
モンテビデオ

17 

(3) 
11 日 火 

9:30～11:30 共和国大学への評価結果説明 

11:30～12:00 ウルグアイ代表者とミニッツ署名(ウルグアイ分) 

14:00～14:40 在ウルグアイ日本大使館報告 

15:00～16:00 団内打合せ（パラグアイ評価表に係る団内意見の集約化） 

18:35 (発)モンテビデオ→AR1209→19:20～20:40 (着)ブエノスアイレス 

21:55 (発)ブエノスアイレス→AR1264→22:50 (着)アスンシオン 

アスンシオン

18 

(4) 
12 日 水 

9:00～11:30 アスンシオン大学への評価結果説明 

11:30～12:00 パラグアイ代表者とミニッツ署名(パラグアイ分) 

14:00～14:30 JICA パラグアイ事務所報告 

16:30～18:30 団内打合せ（ボリビア評価表に係る団内意見の集約化） 

アスンシオン

19 

(5) 
13 日 木 

11:10 (発)アスンシオン→PZ702→12:40 (着)サンタクルス 

15:30～19:00 ガブリエル･レネ･モレノ大学への評価結果説明 
サンタクルス

20 

(6) 
14 日 金 

9:30 ホテル出発 

10:00～10:30 狂犬病監察犬舎等の見学 

10:30～11:30 ボリビア代表者とミニッツ署名(ボリビア分) 

16:00～18:00 団内打合せ（アルゼンチン評価表に係る団内意見の集約化） 

サンタクルス

21 

(7) 
15 日 土 12:00 (発)サンタクルス→AR1363→15:59 (着)ブエノスアイレス ブエノスアイレス

22 

(8) 
16 日 日 

(資料整理) 

・プロジェクト合同終了時評価書(案)の整理 
ブエノスアイレス

23 

(9) 
17 日 月 

10:00～10:30 JICA アルゼンチン事務所との協議 

12:30～13:00 アルゼンチン外務省表敬 

15:00～15:30 アルゼンチン教育省表敬 

移動（ブエノスアイレス→ラ・プラタ） 

18:00～21:00 団内打合せ〔アルゼンチン分評価表、広域評価表及び合同調査報告書

（案）に係る団内意見の集約化〕 

ラ・プラタ 

24 

(10) 
18 日 火 

10:00～15:30 アルゼンチン評価結果説明・協議 

14:00 広域評価結果説明（実績等の確認。 

19:00～22:00 団内打合せ〔広域評価及び合同調査報告書（案）に係る団内意見の集約

化〕 

ラ･プラタ 

25 

(11) 
19 日 水 

--------------（アルゼンチン評価団合流）------------- 

11:00～13:00 プロジェクト合同調査報告書の説明・協議(参加者:アルゼンチン評価団+

ラ・プラタ大学関係者+日本側調査団) 

14:30～15:30 プロジェクト合同調査報告書の説明・協議(参加者:アルゼンチン評価団+

ラ・プラタ大学関係者+日本側調査団) 

19:00～21:00 プロジェクト合同調査報告書の説明・協議(参加者:アルゼンチン評価団+

ラ・プラタ大学関係者+日本側調査団) 

ラ･プラタ 



 

 3

 

日

数 
月日 

曜

日 

①団長/疫学 （要田） 

②家畜疾病防除技術/再教育システム

（小野） 

③計画調整 （荻窪） 

④評価分析 （柏崎） 宿泊地 
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(12) 
20 日 木 

10:00～12:00 プロジェクト合同終了時評価書(最終版)の協議(参加者:アルゼンチン評価

団+ラ・プラタ大学関係者+日本側調査団) 

14:30 アルゼンチン代表者とミニッツ署名交換(アルゼンチン分) 

14:30 合同終了時評価書署名交換(日本・アルゼンチン評価団長) 

16:00 JCC(プロジェクト合同調整会議)(参加者:アルゼンチン関係者+ボリビア関係者+パ

ラグアイ関係者+ウルグアイ関係者+アルゼンチン評価団+日本側評価団+JICA アルゼン

チン事務所) 

18:00～19:30 レセプション(参加者:アルゼンチン関係者+ボリビア関係者+パラグアイ関

係者+ウルグアイ関係者+アルゼンチン評価団+日本側評価団+JICA アルゼンチン事務

所) 

ラ･プラタ 
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(13) 
21 日 金 

移動(ラ･プラタ→ブエノスアイレス) 

10:20～11:00 在アルゼンチン日本大使館報告 

11:30～11:50 JICA アルゼンチン事務所報告 

19:40 (発)ブエノスアイレス→JJ8011→22:20 (着)サンパウロ 

22:55 (発)サンパウロ→JL015→ 

(機内泊) 
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(14) 
22 日 土 

→7:25 (着)ニューヨーク 

10:05 (発)ニューヨーク 
(機内泊) 
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(15) 
23 日 日 →12:20 （着）成田  

 



主要面談者リスト(敬称略)

A.アルゼンチン
1.外務省

Marcelo SUAREZ SALVIA 国際協力局多国間協力部長参事官
Andrea DE FORNASARI 国際協力局日本担当官

2.教育省
Alberto DIBBERN 教育省大学政策庁長官

3.ラ・プラタ大学
Edgardo NOSETTO 国際関係事務局長（元獣医学部長）
Eduardo Rafael PONS 獣医学部長
Julio COPES 教授（食品微生物学）

（プロジェクト・コーディネータ）
Luciano MUTINELLI プロジェクト補助員
Gerard LEOTTA 准教授（食品微生物学）
Miguel Angel PETRUCCELLI 主任教授（家禽病理学）
 Teresa GONSALEZ 主任教授（ウイルス学）
Marcelo PECOPARO 准教授（ウイルス学）
Gabriela ECHERERRIA 准教授（ウイルス学）
Santiago CORVA 准教授（疫学）

Estela BONZO 准教授（疫学）

4.アルゼンチン側評価団
Andrea DE FORNASARI 国際協力局日本担当官
Lizzy Dell ROSA ラ・プラタ大学本部職員
Jorge A Rodriguez TOLEDO SENASA実験動物セクションコーディネータ

5.在アルゼンチン日本大使館
山崎　知巳 参事官
馬場　学 二等書記官

6.JICAアルゼンチン事務所
野口　京香 所 長
山本　ファンカルロス 業務班長
隈部　ビクトル 担当所員

7.専門家 等
鈴木　邦昭 疫学情報資源整備/プロジェクト運営管理

8.その他
藤園　無邊 通 訳
陰地　Gladys美南 PROVETSUR業務調整補佐

B.ウルグアイ
1.共和国大学

Perla A. Cabrera 獣医学部長
Julian Bermudez 教授

（プロジェクト・コーディネータ）
Gerardo KRAMER Asistente Academico
Herbert Trenchi Casal 教授（家禽病理学）
Helena Guarino 教授（ウイルス学）
Álvaro Freyre 教授（寄生虫学）
Richard Núñez プロジェクト担当者

Gustavo Trenchi 教員(家禽病理学)

Dinora Satragno 教員（寄生虫学）

Maria Fernanda Alzugaray 教員（ウイルス学）

German Rodriguez 教員(家禽病理学)



Helena Guarino 研究員（分子診断）
Soledad Velledor 研究員（寄生虫）
Nestor  D'anatro 研究員（分子診断）
Pedro  Miguel Bañales P. 研究員（繁殖）
Leandro  Fernandez 研究員（繁殖）
.Cristina Easton 研究員（病理）
Cecilia  Paullier 研究員（病理）

3. 在ウルグアイ日本大使館
佐久間　健一 大 使
森垣　孝司 担当書記官

4. JICAウルグアイ支所
佐藤　義勝 所 長
広井　なおみ 担当所員

C.パラグアイ
1. アスンシオン大学

Froilán Enrique Peralta T. 獣医学部長
Lus Acuña 獣医学部 副学部長

（プロジェクト・コーディネータ）
Dr. Juan Caballero 主任教授（生産）
Fredi Luis Álvarez 教官（家禽病理ラボ責任者）
Elera Enciso 主任教授（微生物ラボ責任者）
María Liz Faccioli Ayala 研究員（家禽病理ラボ）
María Goretti Silva 研究員（家禽病理ラボ）
Liz A. Castro 研究員（家禽病理ラボ）
Lorena Nuñez 研究員（家禽病理ラボ）
Shyrley Paola Amarilla 研究員（組織病理学）

Veronica Loup 研究員
Gloria Pineda 研究員
他6名 研究員

3. JICAパラグアイ事務所
北中　真人 所 長
渡辺　土佐男 担当職員
Miuriel Vecca 所 員

D.ボリビア
1. ガブリエル・レネ・モレノ大学

Rolando López Cabezas 獣医学部長
Pablo Rosales Callejas 獣医学部副学部長
Juan Antonio C. Pereira Rico 獣医学部 調査局長

（プロジェクト・コーディネータ）
Jaime Guzmán C. 獣医学部 教官

（プロジェクト・サブ・コーディネータ）
Paola Espinosa 獣医学部 研究官
Gloria Marin 獣医学部 研究官
Claudia Coca 獣医学部 研究官
Carmina Salazar 獣医学部 研究官
Miguel Perez 獣医学部 研究官
Griselda Ruiz 獣医学部 研究官
Ariel Loza 獣医学部 研究官

2. SENACSA

2. DILAVE
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